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特集 

カーボンニュートラルとカーボンニュートラリティは、どちらも温室効果ガスの排出と

吸収を相殺することを目指す考え方ですが、そのアプローチにはいくつかの違いがありま

す。 
カーボンニュートラルは、温室効果ガスの排出量を可能な限り削減し、削減できなかっ

た分をオフセットすることを意味します。 
一方、カーボンニュートラリティは、温室効果ガスの排出量と吸収量を完全に一致させ

ることを意味します。 
つまり、カーボンニュートラリティは、排出量の削減とオフセットの両方を完了するこ

とを意味するのに対し、カーボンニュートラルは、排出量の削減を最優先し、削減できな

かった分をオフセットすることを意味すると言えます。 
カーボンニュートラリティは、より厳しい目標であり、実現が難しい場合もあります。

しかし、温室効果ガスの排出を完全にゼロにすることで、気候変動への影響が最も小さく

なります。 
一方、カーボンニュートラルは、より現実的な目標であり、より多くの組織や企業が達

成することができます。しかし、オフセットの選択によっては、温室効果ガスの削減効果

が低下する可能性があるため、注意が必要です。 
具体的には、オフセットの対象となる温室効果ガスの種類や、その削減・吸収が持続可

能なものであることが重要です。また、オフセットの費用を削減するために、排出量の削

減を優先することも検討する必要があります。 
今回の特集は、2023 年 11 月に出版された ISO 14068-1「気候変動管理－ネットゼロへ

の移行－第１部カーボンニュートラリティ」を紹介いたします。 
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導入 
0.1 気候変動と ISO 14060 シリーズ 

人為的活動に起因する気候変動は、世界が直面する最大の課題の１つとして認識されて

おり、今後数十年にわたって企業や国民に影響を与え続けるでしょう。 
気候変動は人間と自然の両方のシステムに影響を及ぼし、資源の利用可能性、経済活動、

生物多様性、人間の幸福(ウェルビーイング)に重大な影響を与える可能性がある。これに応

じて、地球大気中の温室効果ガス(GHG)を削減することで気候変動を緩和し、気候変動へ

の適応を促進するために、官民セクターによって国際的、地域的、国内的および地方的な

取り組みが開発および実施されている。 
利用可能な最良の科学的知識に基づいて、気候変動の差し迫った脅威に対して効果的か

つ革新的な対応が必要である。ISO は、科学的知識を気候変動への対処に役立つツールに

変換することをサポートする文書を開発する。 
気候変動緩和の取組みは、GHG の排出と除去の定量化、監視、報告、妥当性確認、検証

に依存している。 
ISO 14060 シリーズは、GHG の排出と除去、カーボンニュートラリティの定量化、監

視、報告、妥当性確認、検証に明確さと一貫性を提供することで、世界中の組織、GHG プ

ロジェクトの推進者、利害関係者に利益をもたらす。具体的には、ISO 14060 シリーズの

標準規格の使用： 
－GHG の定量化、監視、報告、妥当性確認、検証の信頼性と透明性を強化 
－GHG 管理戦略と計画の開発と実施を促進 
－GHG 排出量削減または GHG 除去強化を提供する緩和措置の開発と実施を促進 
－GHG 排出量削減または GHG 除去の増加、あるいはその両方の実績と進捗状況の追跡

を容易にする 
－持続可能な開発と低炭素経済の達成に必要な行動を支援 
 
ISO 14060 シリーズの適用には次のものがある。 
－温室効果ガス排出削減の機会を特定し、エネルギー消費を削減することで収益性を向

上させるなどの企業の決定 
－気候リスクと機会の特定と管理などの、リスク管理 
－自主 GHG プログラムや持続可能性報告イニシアチブへの参加などの自主的な取組み 
－GHG 許配やクレジットの売買などの、GHG 市場 
－早期行動に対するクレジット、協定、国および地方の報告イニシアチブなどの、規制/

政府の GHG プログラム 
 

ISO14068-1 
気候変動管理－ネットゼロへの移行－ 
第 1 部：カーボンニュートラリティ 

 
建設副産物リサイクル広報推進会議 事務局 

 
キーワード：カーボンニュートラリティ、GHG、二酸化炭素換算値 CO2e、GWP、IPCC 
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特集 
以下に、ISO 14060 シリーズの各文書を要約する。 

－ISO14064-1 は、組織レベルの GHG インベントリの設計、開発、管理、報告に関する原

則と要件を詳細に規定している。これには、GHG 排出と除去の境界の決定、組織の GHG
排出と除去の定量化、GHG 管理の改善を目的とした特定の組織活動または活動の特定

に関する要件が含まれる。また、インベントリの品質管理、報告、内部監査、検証活動

における組織の責任に関する要件とガイダンスも含まれている。 
－ISO14064-2 では、ベースラインシナリオの決定、プロジェクトの排出と除去の監視、定

量化、報告に関する原則と要件が詳しく規定されている。GHG 排出削減または GHG 除

去強化、あるいはその両方を目的として特別に設計された GHG プロジェクトまたはプ

ロジェクトベースの活動に焦点を当てている。GHG プロジェクトの妥当性確認と検証

の基礎を提供する。 
－ISO 14064-3 は、GHG インベントリ、GHG プロジェクト、製品のカーボンフットプリ

ントに関連する GHG 声明を検証するための要件を詳しく規定している。確認または検

証の計画、評価手順、組織、プロジェクト、および製品の GHG 声明の評価を含む、確

認または検証のプロセスについて説明する。 
－ISO 14065 は、GHG 声明を確認および検証する機関の要件を定義している。その要件

には、公平性、能力、コミュニケーション、確認および検証プロセス、異議申し立て、

苦情、確認および検証機関の管理システムが含まれる。これは、確認および検証機関の

公平性、能力、一貫性に関する認定やその他の形式の認識の基礎として使用できる。 
－ISO 14066 は、確認チームと検証チームの能力要件を指定している。これには原則が含

まれており、確認チームまたは検証チームが実行できなければならないタスクに基づい

て能力要件が指定されている。 
－ISO 14067 は、製品(建築物やイベントを含む商品やサービスなど)のカーボンフットプ

リントの定量化に関する原則、要件、ガイドラインを定義している。これは、資源採掘

と原材料調達から始まり、製品の生産、使用、耐用年数終了の各段階に至る、製品のラ

イフサイクル段階に関連する GHG 排出を定量化するプロセスについて説明する。 
－ISO/TS 14064-4 は、利用者による ISO 14064-1 の適用を支援し、排出量の定量化とそ

の報告における透明性を向上させるためのガイドラインと例を提供する。 
 
0.2 ISO 14068-1－カーボンニュートラリティ 

この文書は、ISO 14064-1、ISO 14064-3、ISO 14067 など、GHG の定量化、報告、妥

当性確認、検証を扱う既存の国際規格に基づいて設計されている。図 1 は、GHG 規格の

ISO 14060 シリーズ内の文書と、環境ラベルおよび環境宣言に関するいくつかの関連国際

規格との関係を示している。 
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図 1 ISO 14068-1 と他の ISO 規格との関係 

 
※ISO 14064-1、ISO 14064-2、ISO 14064-3、ISO 14065、ISO 14066 は、JIS 規格が出

版されている。 
 
 

この文書は、カーボンニュートラリティを達成および実証するための標準化手法を提供

する。これは、対象、つまり組織や製品(例: イベントや建築物を含む商品やサービス)に適

用される。 
この文書で提示されている階層的手法では、直接的および間接的なGHG排出を削減し、

対象の GHG 除去を強化するための行動に優先し、オフセットはこれらの行動後に残るカ

ーボンフットプリントに対してのみ使用される。 
 商品やサービスの使用によって回避された GHG 排出については、この文書では取り上

げられていないが、カーボンニュートラリティという世界的な目標を支援する組織の戦略

においても、役割を果たす。回避された GHG 排出は、低炭素製品または解決策を提供す

る組織の努力を反映している。 
 GHG排出削減または GHG除去強化を主な目的として実施される GHGプロジェクトに

関連する定量化、監視、および報告も、この文書の範囲外である。 
 組織や製品によるカーボンニュートラリティの達成には、GHG 排出を削減し、GHG 除

去を強化する行動が伴うため、各国が国家決定貢献(NDC）を履行し、パリ協定[14]の目標を

達成するのを支援することができる。 
 
0.3 カーボンニュートラリティと GHG 排出ネットゼロ 

カーボンニュートラリティ(本書で定義)と GHG 排出実質ゼロは関連する概念である。地

球規模では、これらの用語は気候変動に関する政府間パネル(IPCC)2)によって同等のもの

として定義されており、どちらも特定の期間にわたって人為起源の GHG 排出が人為起源

の GHG 除去によってバランスが保たれている状態を指す。この文書では、この状態を「世

界的な温室効果ガス排出ネットゼロ」と呼ぶ。 
sub-global scale では、カーボンニュートラリティは一般に組織や製品に使用され、カー
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特集 
ボンニュートラリティを達成するには、一般的に対象のカーボンフットプリントを相殺す

るオフセットが含まれる。この文書では、カーボンニュートラリティは、排出削減と除去

強化活動を実施することで対象のカーボンフットプリントが削減される継続的改善の道筋

として考えられており、したがってオフセットの必要性は時間の経過とともに減少する。 
sub-global scale では、GHG 排出ネットゼロは一般に地域 (国、地方自治体など) およ

び組織に適用されるが、製品には適用されない。GHG 排出ネットゼロは、状況によって定

義および評価が異なる。組織にとって、GHG 排出ネットゼロは、排出が削減され、残留排

出のみが残る状態と一般に考えられ、オフセットが除去クレジットのみに制限されている。 
 除去クレジット：大気中の GHG を吸収・除去する活動によって得られるクレジット 
地域に関しては、GHG 排出ネットゼロの評価では、その地域の直接管理または管轄下にあ

る排出および除去が考慮され、オフセットが除外される場合がある。 
この文書は、地球規模または sub-global scale での GHG 排出を実質ゼロにするための要

件や推奨事項には触れていない。 
 
2)IPCC は、気候変動に関連する科学を評価する国連機関。https://www.ipcc.ch/ 
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特集 
1 範囲 

この文書は、カーボンフットプリントの定量化、削減、オフセットを通じてカーボンニ

ュートラリティを達成および実証するための原則、要件、およびガイダンスを規定する。 
この文書は、カーボンニュートラリティに関連して使用される用語を定義し、カーボンニ

ュートラリティを達成および実証するために必要な行動に関するガイダンスを提供する。 
 一般的な慣例に従って、「カーボンニュートラリティ」などの複合表現ではすべての温室

効果ガス(GHG)を指すために「カーボン」という言葉が使用される。 
組織(企業、地方自治体、金融機関を含む)や製品(建築物やイベントを含む商品やサービ

ス)など、広範な対象に適用される。これは、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の締約国が

同条約の目的のために国家の結果を報告する際に、領土(地域、国、州、都市など)に使用さ

れることを意図していない。 
この文書は、カーボンニュートラリティの階層を確立し、バリューチェーン内の GHG 排

出削減(直接的および間接的)と GHG 除去の強化がオフセットよりも優先される。これに

は、カーボンニュートラリティへの取組みとカーボンニュートラリティ宣言の要件が含ま

れる。 
この文書は GHG プログラムに中立である。GHG プログラムが適用される場合、その

GHG プログラムの要件がこの文書の要件に追加される。 
 
2 規範的参照 

以下の文書は、その内容の一部またはすべてがこの文書の要件を構成するという形で本

文中に参照されている。日付が記載された参考文献については、引用された版のみが適用

される。日付のない参照については、参照文書の最新版(修正を含む)が適用される。 
ISO 14064-1 温室効果ガス－第 1 部：温室効果ガスの排出量と除去量の定量化と報告 

のための組織レベルでのガイダンスを含む仕様 
ISO 14064-3 温室効果ガス－第 3 部：温室効果ガスに関する声明の確認と検証のための 

ガイダンスを含む仕様 
ISO 14067  温室効果ガス－製品のカーボンフットプリント－定量化の要件とガイドラ

イン 
 
3 用語、定義及び略語 

この文書の目的のために、ISO 14064-1、ISO 14067 および以下に示されている用語と

定義が適用される。 
ISO および IEC は、標準化に使用する用語データベースを次のアドレスで維持してい

る。 
－ISO オンライン閲覧プラットフォーム：以下で入手可能  https://www.iso.org/obp 
－IEC Electropedia：以下で入手可能         https://www.electropedia.org/ 
 
 
3.1 カーボンニュートラリティに関する用語 

3.1.1 カーボンニュートラル：carbon neutral 

指定された期間中に、温室効果ガス(GHG)排出削減(3.2.3)または GHG 除去強化(3.2.8)
の結果としてカーボンフットプリント(3.2.4)が削減され、ゼロより大きい場合はオフセッ

ト(3.3.1)によって相殺される状態 
注 1：オフセットに使用されるカーボンクレジット(3.3.2)は一定の基準(第 11 条を参照)を

満たさなければならず、カーボンニュートラリティ管理計画に沿って GHG 排出の
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削減と GHG 除去の強化が行われた後にのみ使用される。 

注 2：指定された期間は、組織(3.4.3)の場合は有限の年数、製品(3.4.4)の場合は完全または

部分的なライフサイクルである。 
 
3.1.2 カーボンニュートラリティ：carbon neutrality 

カーボンニュートラル(3.1.1)の状態 
注 1：気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、CO2排出と CO2除去が釣り合っている状

態であるカーボンニュートラリティと、すべての GHG 排出(3.2.2)と GHG 除去

(3.2.7)が釣り合っている状態である温室効果ガス(GHG)ニュートラリティを区別し

ている。この文書におけるカーボンニュートラリティの定義は、IPCC の GHG ニュ

ートラリティの定義と同等である。 
 
3.1.3 カーボンニュートラリティ宣言：carbon neutrality claim 

対象(3.4.2)のカーボンニュートラリティ(3.1.2)に関して、事業体(3.4.1)によって行われた

公的宣言 
 
3.1.4 抑制されない温室効果ガスの排出：unabated greenhouse gas emission 

抑制されない GHG 排出：unabated GHG emission 
対象の境界(3.2.16,3.2.17)内で GHG 排出削減(3.2.3)をもたらす活動後に残る対象(3.4.2)

の GHG 排出(3.2.2) 
注 1：抑制されない及び残留 GHG 排出(3.1.5)に関する追加情報は、附属書 A に記載され

ている。 
注 2：抑制されない GHG 排出には、残留 GHG 排出が含まれるが、これに限定されない。 
 
3.1.5 残留温室効果ガスの排出：residual greenhouse gas emission 

残留 GHG 排出：residual GHG emission 
技術的および経済的に実現可能なすべての GHG 排出削減(3.2.3)を実施した後に残る、

抑制されない GHG 排出(3.1.4) 
注 1：抑制されない及び残留 GHG 排出に関する追加情報は、附属書 A に記載されている。 
 
3.1.6 報告期間：reporting period 

カーボンニュートラリティ(3.1.2)を決定するために選択された特定の歴史的期間 
注 1：報告期間は、事業体(3.4.1)のカーボンニュートラリティ管理計画に規定されており、

通常 1 年であるが、例えば 6 ヶ月ごとに繰り返される事象に関連して短くなること

もあれば、農業や森林システムのように複数年にわたる管理が必要な場合は長くなる

こともある。 
 
3.2 温室効果ガスに関する用語 

3.2.1 温室効果ガス：greenhouse gas：GHG 

地球の表面、大気、雲から放出される赤外線のスペクトル内の特定の波長の放射線を吸

収および放出する、自然および人為起源の大気のガス状成分 
注 1：GHG のリストについては、最新の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)評価報告書

を参照してください 
注 2：最も一般的な人為起源のGHGは、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、亜酸化窒素(N2O)、

ハイドロフルオロカーボン(HFC)、三フッ化窒素(NF3)、パーフルオロカーボン(PFC)、
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および六フッ化硫黄(SF6)である。これらのガスからの排出量は、地球温暖化係数

(3.2.11)を使用して二酸化炭素換算値(3.2.12)として報告される。 
[出典：ISO 14064-1:2018、3.1.1、修正－注 2 を追加] 
 
3.2.2 温室効果ガス排出：greenhouse gas emission 

GHG 排出：GHG emission 
大気中への GHG(3.2.1)の放出 
[出典：ISO 14064-1:2018, 3.1.5] 

 
 
3.2.3 温室効果ガス排出削減：greenhouse gas emission reduction 

GHG 排出削減：GHG emission reduction 
2 つの時点間またはベースライン(3.2.13)と比較して定量化された GHG 排出(3.2.2)の減

少 
注 1：ISO 14064-2:2019、3.1.7 から適応 
 
3.2.4 カーボンフットプリント：carbon footprint 

対象(3.4.2)の温室効果ガス(GHG)排出(3.2.2)と温室効果ガス(GHG)除去(3.2.7）の合計を

二酸化炭素換算値(3.2.12)として表したもの 
注 1：製品(3.4.4)のカーボンフットプリントは、ISO 14067 に準拠した気候変動の単一影

響カテゴリーを使用したライフサイクル評価に基づいている。 
注 2：組織(3.4.3)の場合、カーボンフットプリントは、ISO 14064-1 に従って定量化された

対象の境界(3.2.16)内で、該当する場合、直接的な GHG 排出(3.2.5)、間接的 GHG 排

出(3.2.6)および GHG 除去の合計に相当する。 
 
3.2.5 直接的な温室効果ガス排出：direct greenhouse gas emission 

直接的 GHG 排出：direct GHG emission 
事業体(3.4.1)が所有または管理する GHG 発生源(3.2.9)からの、対象(3.4.2)の境界(3.2.16，

3.2.17)内の GHG 排出(3.2.2) 
[出典：ISO 14064-1:2018、3.1.9、修正－「対象の境界内」が追加され、「組織」が「事業

体」に置き換えられた。注１を削除] 
 
3.2.6 間接的な温室効果ガス排出：indirect greenhouse gas emission 

間接的 GHG 排出：indirect GHG emission 
対象(3.4.2)の結果であり、境界(3.2.1,3.2.17)内であるが、事業体(3.4.1)が所有または管理

していない GHG 発生源(3.2.9)から生じる GHG 排出(3.2.2) 
注 1：これらの排出は一般に、対象の上流および/または下流のバリューチェーン(3.4.7)で

発生する。 
[出典：ISO 14064-1:2018、3.1.11、修正－定義内の「組織の運営および活動」が「および

対象の境界内で」に置き換えられ、「組織」が「事業体」に置き換えられる。注 1 の「チェ

ーン」を「対象のバリューチェーン」に置き換える] 
 
3.2.7 温室効果ガス除去：greenhouse gas removal 

GHG 除去：GHG removal 
GHG 吸収源(3.2.10)による大気からの GHG(3.2.1)の回収 
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注 1：GHG 除去を達成できる方法の例には、植林、土壌中の炭素隔離、炭素の回収と貯蔵

を伴う持続可能なバイオエネルギー、および直接的な大気炭素の回収と貯蔵が含まれ

る。 
[出典：ISO 14064-1:2018、3.1.6、修正－「GHG 吸収源」を単数形にした。注 1 を追加] 
 
3.2.8 温室効果ガス除去強化：greenhouse gas removal enhancement 

GHG 除去強化：GHG removal enhancement 
2 つの時点間またはベースライン(3.2.13)と比較した GHG 除去の定量化された増加

(3.2.7) 
注 1：ISO 14064-2:2019、3.1.8 から適応 
 
3.2.9 温室効果ガス発生源：greenhouse gas source 

GHG 発生源：GHG source 
GHG(3.2.1)を大気中に放出するプロセス 

[出典: ISO 14064-1:2018、3.1.2] 
 
3.2.10 温室効果ガス吸収源：greenhouse gas sink 

GHG 吸収源：GHG sink 
大気から GHG (3.2.1)を除去するプロセス 

注 1：プロセスは自然または人為的である 
[出典：ISO 14064-1:2018、3.1.3、修正－注記 1 を追加] 
 
3.2.11 地球温暖化係数：global warming potential：GWP 

温室効果ガス(GHG)(3.2.1)の放射特性に基づく指標で、現在の大気中における、所定の

GHG の単位質量のパルス放出に伴う放射強制力を、選択した時間軸で積分し、二酸化炭素

(CO2)の放射強制力と比較して測定するもの。 
注 1：気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、20 年、100 年、500 年など様々な時間軸

の GWP 値を公表し、定期的に更新している 
[出典：ISO 14064-1:2018、3.1.12、修正－注 1 を追加] 
 
3.2.12 二酸化炭素換算値：carbon dioxide equivalent：CO2e 

二酸化炭素の放射力に対する温室効果ガス(GHG)(3.2.1)の放射力を表す単位 
注 1：二酸化炭素換算値は、特定の GHG の質量にその地球温暖化係数(3.2.11)を乗じて計

算される。 
[出典：ISO 14064-1:2018、3.1.13、修正 - 「比較」の代わりに「表現」が追加され、定義

に「に関して」が追加された。注 1 を明確にした] 
 
3.2.13 ベースライン：baseline 

基準期間(3.2.14)における対象物(3.4.2)の定量化された温室効果ガス(GHG)排出(3.2.2)
および/または GHG 除去(3.2.7) 
注 1：ベースラインは、時間の経過に伴うカーボンフットプリント(3.2.4)の変化を定量化

し、カーボンニュートラリティ管理計画の目標に向かうときに使用される。 
注 2：基準期間が決定できない場合(例：一過性の事象の場合）、ベースラインは、気候変動

緩和(3.2.15)活動がない場合に発生する可能性が最も高い状況を最もよく表す参照

状況に基づいて、基準期間を推定することができる。 
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3.2.14 基準期間：base period 

温室効果ガス(GHG)排出(3.2.2)または GHG 除去(3.2.7)、またはその他の GHG 関連情

報を経時的に比較する目的で特定された特定の歴史的期間 
[出典：ISO 14064-1:2018、3.2.10、修正－用語内の「年」を「期間」に置き換えた] 
 
3.2.15 気候変動緩和：climate change mitigation 

温室効果ガス(GHG)排出(3.2.2)の削減または GHG 除去の強化(3.2.7)のための人的介入 
[出典：ISO Guide 84:2020、3.1.4、修正－認められた用語「緩和」を削除] 
 
3.2.16 境界：boundary 

＜組織＞組織の境界内で報告される温室効果ガス(GHG)排出(3.2.2)または GHG 除去

(3.2.7)、及び組織(3.4.3)の運営活動に伴う重要な間接的な GHG 排出(3.2.6)のグループ化 
注 1：「組織の境界」と「重要な間接的 GHG 排出量」は ISO 14064-1 で定義されている 
注 2：この文書では、「境界」という用語は ISO 14064-1 の「報告境界」と同等である 
[出典：ISO 14064-1:2018、3.4.8 修正－「報告」を用語から削除。<組織> を追加。注 1 と

2 を追加] 
 
3.2.17 境界：boundary 

システム境界：system boundary 
＜製品＞どの単位プロセスが算定対象の製品システムの一部であるかを表す一連の基準 

注 1：ISO 14067 では「単位プロセス」と「製品システム」が定義されている 
注 2：この文書では、「境界」という用語は ISO14067 の「システム境界」と同等である 
[出典：ISO 14067:2018、3.1.3.4、修正－「境界に基づく」への参照を削除。「システム」

を「製品システム」に置き換えた。注 1 と 2 を追加] 
 
3.3 オフセットおよびカーボンクレジットに関する用語 

3.3.1 オフセット：offsetting 

カーボンクレジット(3.3.2)の廃止によるカーボンフットプリント(3.2.4)の相殺 
注 1：オフセットプロセスの最後段階は、事業体(3.4.1)、またはその代理として、公的登録

簿(3.3.5)内のカーボンクレジットを廃止することである。一部の登記では「取り消し

する(cancel)」を「廃止する」と同義で使用しており、これらの用語は実質的に交換

可能である。「廃止」と「取り消し」という 2 つの用語は、カーボンクレジットを再

度使用したり、さらに取引したりできないようにするという同じ結果をもたらす。 
 
3.3.2 カーボンクレジット：carbon credit 

温室効果ガスクレジット：greenhouse gas credit：GHG credit 
GHG排出削減(3.2.3)または GHG除去強化(3.2.8)による１トン当たりの二酸化炭素換算

値(3.2.12)を表す取引可能な証明書 
注 1：事業体(3.4.1)は、カーボンクレジットをオフセット(3.3.1)に使用せずに廃止すること

ができる 
注 2：カーボンクレジットには、回避クレジット、削減クレジット、除去クレジットなど、

さまざまな種類がある 
注 3：カーボンニュートラリティ宣言(3.1.3)に使用されるカーボンクレジットは、対象

(3.4.2)の境界(3.2.16、3.2.17)の外側で生成される。 
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3.3.3 温室効果ガスプログラム：greenhouse gas programme 

GHG プログラム：GHG programme 
GHG 排出(3.2.2)、GHG 除去(3.2.7)、GHG 排出削減(3.2.3)、GHG 除去強化(3.2.8)を登

録、算定、管理する、任意または強制的な国際、国または地方のシステムまたは制度 
[出典：ISO 14064-1:2018、3.2.8、修正－「組織または GHG プロジェクトの外」を削除] 
 
3.3.4 カーボンクレジットプログラム：carbon crediting programme 

カーボンクレジット(3.3.2)を発行する温室効果ガス(GHG)プログラム(3.3.3) 
注 1：カーボンクレジットは、プログラムによって確立された基準およびこの文書の要件

に適合するものとする(第 11 項を参照) 
 
3.3.5 公的登録簿：public registry 

発行されたカーボンクレジット(3.3.2)の詳細を利害関係者(3.4.5)が利用できるようにする

情報システム 
注 1：公的登録簿には、カーボンクレジットのシリアル番号、所有権、廃止状態が含まれ

る。 
注 2：公的登録簿は、カーボンクレジットプログラム(3.3.4)又は第三者によって維持され

る。 
 
3.4 カーボンニュートラリティを目指す団体に関する用語 

3.4.1 事業体：entity 

対象(3.4.2)のカーボンニュートラリティ(3.1.2)を達成および実証しようと努めている組

織(3.4.3) 
注 1：事業体と対象は同一でもよい。 

例えば、すべての事業においてカーボンニュートラリティを追求する企業。 
注 2：事業体の運営上または財務上の管理下にない GHG 発生源(3.2.9)からの対象に関連

する温室効果ガス(GHG)排出(3.2.2)が存在する可能性がある。 
注 3：事業体は、企業が製造するさまざまな製品(3.4.4)のカーボンニュートラリティを追求

している場合など、いくつかの対象に対して責任を負う場合がある。 
注 4：この文書では、「事業体」という用語は、ISO 14064-1:2018: 3.4.3 の「責任者」、お

よび ISO 14067:2018、3.1.5.1 の「組織」に相当する。 
 
3.4.2 対象：subject 

組織(3.4.3)または製品(3.4.4) 
注 1：事業体(3.4.1)は、カーボンニュートラリティ管理計画の一環として、対象のカーボン

フットプリント(3.2.4)を削減することに取り組んでいる。 
 
3.4.3 組織：organization 

目的を達成するために、責任、権限、および関係を伴う独自の機能を持つ個人または人々

のグループ 
注 1：組織の概念には、個人事業主、会社、法人、企業、団体、行政機関、組合、慈善団体、

機関、またはその一部もしくは組み合わせが含まれるが、法人化の有無や公的・私

的を問わず、様々なものが含まれる(例：財団、組合、協会、行政機関、政府間機関) 
注 2：組織のグループは、単独または集合的に独自の目的を持つ組織と考えることもでき

る。 
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[出典：ISO 14064-1:2018、3.4.2、修正－注 1 に例を追加。注 2 を追加] 
 
3.4.3.1 金融機関：financial institution 

主に金融仲介および/または補助的な金融活動に従事する組織(3.4.3) 
注 1：通常、金融機関の活動とは、決済、有価証券、銀行業務、金融、保険、または投資サ

ービスや活動を提供する目的で市場での金融取引に従事することにより、自らの口

座で負債を負いながら金融資産を取得することである。金融組織は通常、次のよう

な組織である。 
a)金融市場規制当局によって認可、許可、または登録されている 
b)金融市場規制当局の監督を受ける 
c)主な活動として、決済、証券、銀行業務、金融、保険、または投資サービスまたは活動

(中央銀行を含む)に従事する国際的、超国家的、政府間または国家政府の機関または組

織。 
注 2：金融機関向けのカーボンニュートラリティ(3.1.2)に関する情報は、B.3 項に記載され

ている。 
[出典：ISO 9362:2022、3.1、修正－注 1 されなければならない」を「通常は」に変更。注

2 を追加] 
 
3.4.4 製品：product 

商品またはサービス 
例：サービスには、輸送、イベント、金融サービス、投資が含まれる。商品には、工業製

品、コンピュータソフトウェア、加工された材料、未加工の材料、建築物およびそ

の他の種類の建設物が含まれる。 
[出典：ISO 14067:2018、3.1.3.1、修正－注 1 および 2 を削除。例を追加] 
 
3.4.5 利害関係者：stakeholder 

関係当事者：interested party 
決定または活動に影響を与える可能性がある、影響を受ける、または影響を受けると認

識している個人または組織(3.4.3) 
例：消費者、顧客、コミュニティ、サプライヤー、規制当局、非政府組織、投資家、従業員 
注 1：決定または活動は、事業体(3.4.1)によって行われる。 
[出典：ISO 14001:2015、3.1.6、修正－「利害関係者」が優先用語として追加。例に「消費

者」を追加。注 1 が追加され、元の注を削除] 
 
3.4.6 経営陣：top management 

最高レベルで事業体(3.4.1)を指揮および管理する個人または人々のグループ 
注 1：経営陣には権限を委任し、組織内にリソースを提供する権限がある 
[出典：ISO 14001:2015、3.1.5、修正－定義および注 1 の「組織」を「事業体」に置き換

えた。注 2 を削除。] 
 
3.4.7 バリューチェーン：value chain 

価値を提供または受け取る一連の活動または関係者全体 
注 1：価値を提供する当事者には、サプライヤー、外注労働者、請負業者が含まれる 
注 2：価値を受け取る当事者には、顧客、消費者、顧客、その他の利用者が含まれる 
注 3：製品(3.4.4)の場合、バリューチェーンには耐用年数終了を含むライフサイクル全体が
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含まれる 

注 4：組織(3.4.3)の場合、バリューチェーンには上流と下流の活動が含まれる。 
[出典：ISO 26000:2010、2.25、修正－定義から「製品またはサービスの形式で」を削除。

注 2 の「会員」を削除。注 3 と 4 を追加] 
 
3.4.8 文書化された情報：documented information 

対象(3.4.2)に代わって事業体(3.4.1)が管理し維持することが要求される情報、及びそれが

含まれる媒体 
注 1：文書化された情報は、あらゆる形式、メディア、情報源からのものを使用できる。 
注 2：文書化された情報を参照できる。 
  －事業体が運営するために作成された情報(文書) 
  －達成された結果の証拠(記録） 
 
3.5 略語 

CO2e：carbon dioxide equivalent：二酸化炭素換算値 
GHG：greenhouse gas：温室効果ガス 
GWP：global warming potential：地球温暖化係数 
IPCC：Intergovernmental Panel on Climate Change：気候変動に関する政府間パネル 

 
4 原則 

4.1 一般 

これらの原則の適用は、対象のカーボンニュートラリティの達成と実証が真実かつ公正

な方法で行われ、科学的および技術的に有効であり、正確かつ誤解を招くことのない方法

で伝達されることを保証するために不可欠である。この原則は、この文書の要件とガイダ

ンスの基礎となる。 
 
4.2 透明性：Transparency 

関連情報は、利害関係者がカーボンニュートラリティへの取り組みとその達成に関する

すべての記述を理解し、合理的な自信を持って意思決定できるようにするために一般に公

開される。 
 
4.3 保守性：Conservativeness 

カーボンニュートラリティの達成と実証に関わる前提、価値観、手順により、現状と進

捗が誇張されないようにする。 
 
4.4 階層的手法：Hierarchy approach 

カーボンニュートラリティは主に GHG 排出削減によって達成され、次に対象範囲内で

の GHG 除去強化によってオフセットされる。 
 
4.5 移行支援：Supporting transition 

カーボンニュートラリティは、持続可能な開発の必要性と、大量の GHG 排出を生み出

す活動からの緊急な移行の必要性を考慮しており、「通常通り(business as usual)」を永続

させるために使用されるものではない。 
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4.6 野心：Ambition 

事業体は、対象、GHG 排出と GHG 削減目標、およびオフセットの活用について、世界

的な GHG 排出ネットゼロの達成に貢献する高いレベルの野心を持って選択を行う。 
注：世界的な GHG 排出ネットゼロは、世界の人為起源 GHG 排出が、指定された期間に

わたる世界の人為起源 GHG 除去によってオフセット(相殺)される場合に発生する。 
野心に関する詳細は附属書 D を参照。 

 
4.7 緊急性 

世界的 GHG 排出ネットゼロの達成に貢献するために、即時かつ継続的な行動が取られ

る。中間目標は、短期(通常 5 年から 10 年)で GHG 排出の大幅な削減を達成するために設

定され、その後の目標は長期的な継続的な行動を支援する。 
注：長期目標の一般的な日付は 2050 年である。 
 
4.8 科学に基づく手法 

カーボンニュートラリティ経路とカーボンニュートラリティ管理計画は、最新の気候科

学(例：IPCC 報告書)に基づいている。 
決定は定期的に見直され、知識と科学の進化に合わせて目標、方針、行動が適応される。 
 
4.9 悪影響の回避 

カーボンニュートラリティに貢献する施策や活動は、環境や社会への悪影響を最小限に

抑える。 
 
4.10 説明責任 

カーボンニュートラリティ宣言を達成し実証する責任は、対象を管理し主張を行う事業

体の経営陣にある。 
 
4.11 バリューチェーンとライフサイクル手法 

カーボンニュートラリティの決定には、上流プロセスと下流プロセスを含む対象のバリ

ューチェーン全体における GHG 排出と GHG 除去が含まれる。 
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5 手法 

5.1 枠組み 

この文書は、カーボンニュートラリティを達成および実証するための枠組みを定義する。

事業体は図 2 の手順に従うものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 カーボンニュートラリティの枠組み 

 
5.2 カーボンニュートラリティ管理の階層 

階層的手法(4.4)に沿って、事業体は、以下の行動の階層を優先順に使用して、カーボン

ニュートラリティを達成するための措置を実施するものとする。 
a)対象範囲内での GHG 排出削減 
b)対象範囲内での GHG 除去強化 
c)カーボンフットプリントをオフセット 

 カーボンニュートラリティ管理計画は、時間の経過とともにオフセットの使用を削減す

るための継続的改善手法に従うものとする。 
 
5.3 カーボンニュートラリティ経路 

事業体は、対象のカーボンフットプリントを最小限に抑えるための道筋に関する事業体

の野心を記述するカーボンニュートラリティ経路を決定するものとする。カーボンニュー
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トラリティ経路には、特定の日付を伴う短期および長期目標、および残留 GHG 排出量み

が残る目標年を含まれるものとする。 
注 1：短期は通常 5 年から 10 年、長期は通常少なくとも 20 年である。残留 GHG 排出の

みが残る一般的な目標年は 2050 年である。 
 

カーボンニュートラル経路は、一般に受け入れられている科学に基づく経路に基づくも

のとし、該当する場合は、セクター別経路および対象の特定の特性および状況を考慮する

ために必要に応じて調整させる。 
注 2：一般に受け入れられている科学に基づいた経路は、例えば、気候変動に関する政府間

パネル(IPCC)、国際エネルギー機関(IEA)、低炭素移行評価(ACT)、科学に基づく目

標イニシアチブ(SBTi)によって提供されている。 
事業体は、カーボンニュートラリティ経路の達成を可能にするカーボンニュートラリテ

ィ管理計画(第 9 条を参照)を策定するものとする。 
カーボンニュートラリティ経路の例を図 3 に示す。カーボンニュートラリティ経路は附属

書 A に記載されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 カーボンニュートラリティ経路の例 

 
5.4 文書化された情報 

この文書は、文書化された情報と報告を区別する(第 12 項を参照)。事業体は、文書の保

存と記録の保管手順を確立し、維持するものとする。 
 事業体は、保持、保管、保存を含む文書化された情報を維持および保持するための文書

化された手順を確立するものとする。保持すべき文書化された情報は、適切な形式または

媒体で保管および保存されなければならない。 
 事業体は、カーボンニュートラリティ宣言を裏付ける文書化された情報を維持しなけれ

ばならない。文書化された情報は、企業の GHG 文書化情報手順に従って取り扱われる。 
 文書化された情報に関する要求事項とガイダンスは、対象の選択とその境界（7.2 参照）、

GHG 排出と除去の定量化（8.2 参照）、カーボンニュートラリティ管理計画(9.4 参照）、

GHG排出 カーボンニュートラル公約の時期
[tCO2e] 最初のカーボンニュートラル主張の時期

最初の主張前に⾏われた GHG 排出削減

時間 x における GHG 排出削減
時間

  残留GHG排出

通常通りの
GHG排出 抑制されない

GHG排出

還元クレジット 除去クレジット 対象物の境界内の
GHG 除去

カーボン
ニュートラリティ

の主張はない カーボンニュートラリティが主張される可能性がある

ベースライン

カーボンフット
プリントから

カーボン
クレジット

を差し引いた値
が0より⼤きい

期間
カーボンフットプリントからあらゆる種類の
カーボンクレジットを差し引いた値が 0 になる期間

カーボンフット
プリントから

除去クレジットを
引いた値が 0 

になる期間

カーボン
フット

プリント
が0になる

期間

カーボン
フット
プリントが
0未満の期間
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GHG 排出削減と除去強化(10.3 参照）、カーボンフットプリントのオフセット(11.4 参照)に
関する小節に記載されている。 
 
6 カーボンニュートラリティへの取組 

事業体の経営陣は、カーボンニュートラリティへの取組みを確立、文書化、実施、実証、

維持するものとする。 
a)経営陣からのコミットメント表明が含まれる(9.1 参照) 
b)カーボンニュートラリティ経路を設定し、カーボンニュートラリティを達成及び維持

するための枠組みを提供する 
c)活動と製品の性質、規模、GHG 排出と除去を含む、事業体の目的と状況に適切である 
d)カーボンニュートラリティ管理計画で対処される対象の範囲と境界を特定する（第 9

項を参照） 
e)経営陣を含むカーボンニュートラリティ管理チームを設立する 
f)カーボンニュートラリティ管理計画が、該当する場合、環境管理システム及び投資を含

む、事業体の様々なレベルのガバナンスとビジネスプロセスに統合されていることを

保証する 
g)事業体の戦略的方向性がカーボンニュートラリティ管理計画と適合していることを保

証する 
h)カーボンニュートラリティ管理計画の実施に必要なリソースが確実に利用できるよう

にする 
i)カーボンニュートラリティ管理計画に従って GHG 排出を削減することの重要性を、事

業体内、バリューチェーン内、および利害関係者に伝える 
j)継続的改善(5.2 参照)を確保し、その下で、GHG 排出を残存レベルに向かって削減し、

該当する場合は GHG 除去強化を時間の経過とともに増加させ、オフセットの使用は最

小限に抑える 
k)カーボンニュートラリティ管理計画が環境と社会に及ぼす重大な悪影響が確実に考慮

されるようにする 
 
7 対象およびその境界の選択  

7.1 一般 

この文書に従ってカーボンニュートラリティの達成を実証しようとするあらゆる事業体

は、カーボンニュートラリティ宣言の対象を特定し、その境界を選択する際にその対象に

とって重要なすべての活動とプロセスを考慮しなければならない。 
範囲と境界は、組織については ISO 14064-1、製品については ISO 14067、またはこれ

らの規格と一致するその他の原則および要件に従って確立されるものとする。この文書で

は、「境界」という用語は、ISO 14064-1 の「報告境界」および ISO 14067 の「システム

境界」に相当する。事業体が ISO 14064-1 および ISO 14067 で与えられた基準と異なる基

準を選択した場合、事業体は、選択した基準がそれぞれの国際規格の基準と一致している

理由と方法を説明し、正当化するものとする。 
 対象が事業体の活動の一部のみを構成する場合、事業体は対象の選択の理論的根拠を文

書化してカーボンニュートラリティ報告書に含め、事業体が対象の範囲外で実施する活動

について説明する。 
 対象の選択は、選択された対象のカーボンフットプリントを文脈の中で見ることができ

るように、事業体のカーボンフットプリント全体のより広範な理解に基づいているものと

する。この文脈化は文書化されなければならない。 
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 対象に重大な変更が生じた場合、事業体は必要に応じて新しい境界を選択する。 
 附属書 B には、特定の対象物に関する要件が記載されている。 
 
7.2 文章化された情報 

事業体は、対象物の選択の正当性とその境界を文書しなければならない。 
 
8 温室効果ガス(GHG)排出と GHG 除去の定量化 

8.1 定量化 

事業体は、組織については ISO 14064-1、製品については ISO 14067 に定める原則、要

件、ガイダンス、またはこれらの規格に準拠する他の原則と要件に従って、対象の GHG 排

出と GHG 除去(すなわち、カーボンフットプリント)を特定し、定量化しなければならな

い。 
事業体が ISO 14064-1 及び ISO 14067 で規定されている基準とは異なる基準を選択す

る場合、事業体は、カーボンニュートラリティ報告書において、選択した基準がそれぞれ

の国際規格の基準と整合している理由を説明し、その理由を正当化しなければならない。 
附属書 C では、製品に関する ISO 14064-1 と GHG プロトコル企業規格[17]および ISO 
14067 と GHG プロトコル製品規格[19]の比較を提供している。 
注 1：「GHG プロトコル企業会計報告基準」[17]および「GHG プロトコル企業バリューチ

ェーン(スコープ 3)基準」[18]は、対応するスコープ 3 のカテゴリーがフットプリント

の一部であり、すべてのカテゴリーについてライフサイクル手法が使用されている場

合、ISO 14064-1 と一致するとみなされる。生物起源炭素が個別に報告される場合(附
属書 C を参照)、GHG プロトコルの製品ライフサイクルの計算および報告基準[19]は
ISO14067 と一致するとみなされる 

電力使用に関連する GHG 排出の定量化とカーボンニュートラリティ管理計画の策定に

市場ベース手法を用いる場合、事業者は、カーボンニュートラリティ報告書において、市

場ベース手法と地域ベース手法の両方を用いて定量化された GHG 排出を報告しなければ

ならない。市場ベースおよび地域ベースの排出係数の使用に関する詳細は、B.4 項に記載

されている。 
カーボンクレジットとして他の事業体に移転された、対象事業体の境界内の GHG 排出

削減および GHG 除去は、二重計上や二重請求を避けるため、対象事業体のカーボンフッ

トプリントから除外しなければならない。  
附属書 B は、金融機関が投資においてカーボンニュートラリティをどのように考慮するか

に関する要件とガイダンスを含む、特定の対象に関する要件を提供する。 
注 2：金融機関には、銀行、資産管理者、基金管理者、個人資本会社などが含まれる。 
 
8.2 文書化された情報 

事業体は、対象とその境界の選択、対象に関連する GHG 排出と GHG 除去を文書化し

なければならない。 
a)対象とその対象に関連する GHG 排出と GHG 除去を定義するために使用される定量

化方法 
b)境界を定義し、どの GHG 排出と GHG 除去を含めるかを決定する際に行われたすべて

の仮定を含む、選択された方法論の選択の根拠 
c)選択された方法論がその規定に従って適用され、8.1 に規定された要件が満たされてい

ることの確認 
d) GHG 排出または GHG 除去の除外の詳細とその根拠 
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e)カーボンクレジットとして移転された対象境界内の GHG 排出削減または GHG 除去

の詳細 
f)境界の定義に関連する不確実性と変動性の特定 

 
9 カーボンニュートラリティ管理計画 

9.1 カーボンニュートラリティ管理計画の内容 

事業体は、以下を含む対象に対するカーボンニュートラリティ管理計画を確立、実施、

維持するものとする。 
a)カーボンニュートラリティ管理計画の実施責任者を特定する、対のカーボンニュート

ラリティへの事業体の取り組みに関する経営陣からの声明 
b)対象とその境界の説明 
c)カーボンニュートラリティ管理計画を実施し、カーボンニュートラリティを達成およ

び維持するための時間スケール 
d)基準期間と、タイミングの根拠を含む残留 GHG 排出のみが残る目標年度 
e)ベースライン 
f)カーボンフットプリントの定量化に使用される方法論 
g)残留排出のみを達成するための時間スケールに適切でなければならない対象について、

GHG 排出削減および GHG 除去強化に関連する短期および長期目標を含む、カーボン

ニュートラリティ経路[(9.1d)を参照] 
h)GHG 排出削減目標の種類(絶対値または原単位、あるいはその両方－10.1 を参照) 
i)GHG排出削減の性質、GHG排出削減のために実施される技術および手段の前提条件、

およびその根拠を含む、GHG 排出削減を達成し維持するために予見される活動 
j)除去の性質と根拠を含む、GHG 除去を維持および強化するために予見される活動 
k)使用される各種類のカーボンクレジットの予定量 
l)カーボンニュートラリティ管理計画の有効性を監視および評価するための指標 
m)環境や社会への悪影響を回避するための安全策の提案 

 
カーボンニュートラリティ管理計画には、委任されている場合にはカーボンニュートラ

リティ管理計画の実施の責任者を含む、利用可能および必要とされる財政的および人的資

源の説明も含めるべきである。 
 
9.2 野心 

事業体は、次の点に関して、カーボンニュートラリティ管理計画の野心レベルを評価し

なければならない。 
a)カーボンニュートラリティへの経路と世界的または国家的な気候政策目標との関係 
b)事業体の行為を行う能力と責任 
c)新しい気候科学情報に応じた変化 
事業体は、残留 GHG 排出のみが残るまで、カーボンフットプリントの継続的な改善を

実証しなければならない。これは、連続する各報告期間の減少として示される場合もあれ

ば、複数の段階的変化と停滞期を伴う非線形である場合もある。残留 GHG 排出に達した

ら、この状態が維持されなければならない。 
事業体は野心に関する他の側面にも取り組むべきであり、野心レベルの詳細については、

附属書 D に記載されている。 
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9.3 カーボンニュートラリティ管理計画の評価および改訂 

事業体は、カーボンニュートラリティ管理計画で規定され正当化された期間、および必

要な場合、カーボンニュートラリティ管理計画の有効性および目標が確実に達成されるよ

うに是正措置を実施するものする。 
注：カーボンニュートラリティ管理を見直す理由の例としては、次のようなものがある。 
 －新しい科学情報によって改訂の必要性を示す 
 －技術的、経済的、または社会的状況の変化 
 －対象の大幅な変更 
 －カーボンニュートラリティ管理計画に影響を与える事業体の構造に(組織再編、合併/
買収、売却または閉鎖による)大きな変化が生じる 
 －是正措置の結果 
 －カーボンニュートラリティ計画に影響を与えるベースラインの再計算が必要な状況が

発生する 
 計画の改訂では、カーボンニュートラリティへの最初の取り組み以来、目標、方法論、

対象の境界に対する歴史的な変更も特定するべきである。 
 
9.4 文書化された情報 

事業体は、9.1 に記載されたカーボンニュートラリティ管理計画のすべての内容、計画の

野心レベルおよび計画の改訂スケジュールに関する情報を文書化しなければならない。 
 事業体は、その野心に関して行われた選択の説明と理論的根拠を文書化するものとする。

対象の排出目標が、広く認識されている科学に基づいた目標基づくものと異なる場合、異

なる排出削減の理由は文書化されなければならない。 
 事業体は、カーボンニュートラリティ管理計画がどのように考慮されているかを文書化

しなければならない。 
a)科学に基づく手法 
b)技術的、経済的、社会的観点から見た気候変動緩和の可能性 
c)国際的および国家的政策への取り組み 
d)セクター別の状況(例：セクター別の自主的な取組み、セクターを超えた効果、セクタ

ー別の移行計画） 
 
 
10 温室効果ガス(GHG)排出削減と GHG 除去強化 

10.1 温室効果ガス(GHG)排出削減 

階層原則(4.4 を参照)に沿って、事業体は以下のような手段により対象の境界内の GHG
排出を削減することを優先しなければならない。 
－消費の変化(例：効率の向上、活動の排除、より循環的なビジネスモデル） 
－排出削減技術の適用（例：排気口での炭素回収） 
－代替（例：低炭素材料、電気、燃料） 
注 1：この文脈での「低炭素」への言及は、他の材料、電源、または種類の燃料と比較して

単位あたりの GHG 排出が少ない材料、電気、または燃料を表すことを目的とする。 
 

事業体は、カーボンニュートラリティを主張する前に、絶対値または原単位のいずれか

で対象の GHG 排出の削減を計画、実施、および達成しなければならない。原単位で計算

した場合、事業体は対象が長期的に絶対的な世界 GHG 排出をどのように削減するかを正

当化する。GHG 排出削減は、可能であれば、関連セクターの経路に従うものとする。 
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注 2：GHG 排出の削減には、効率の向上や、燃料や材料の低炭素代替品などへの代替が含

まれる。 
注 3：絶対的な削減は、排出される GHG の総量の減少として定義される。GHG 排出の原

単位の削減は、生産量、コスト、または収益として表される生産量あたりの GHG 排

出の減少として定義される。 
 
 事業体は、どの手法が適用される場合でも、常に対象の絶対的な排出削減を定量化し、

選択された手法を一貫して適用しなければならない。事業体は、対象の GHG 排出削減活

動が環境および社会に及ぼす重大な悪影響を評価するものとする。事業体は重大な悪影響

を最小限に抑えるために適切な措置を講じるべきである。 
 GHG 排出削減を原単位基準または絶対値基準に基づいて決定する決定は、正当化され、

文書化されなければならない。GHG 排出削減を算定するために選択された方法は、各報告

期間に一貫して使用されなければならない。 
 
注 4：低炭素経済(実現する技術)への広範な移行を支援する製品を提供する事業体は、絶対

排出が増加しても、原単位に基づいた排出が減少することを報告することができる。

実現する技術の例としては、生成されるエネルギー単位当たりの GHG 排出を大幅に

削減する再生可能エネルギーサービスのプロバイダーが挙げられる。 
 GHG 排出削減は、事業体のカーボンニュートラリティ管理計画の削減目標を満たして

いるか、それを超えている必要がある。 
 次の階層では、事業体は対象（例えば、生物学的、化学的、または物理的プロセスによ

る）の境界内での GHG 除去強化を優先しなければならない。 
 
10.2 温室効果ガス(GHG)除去強化 

カーボンニュートラリティ管理計画に対象範囲内での GHG 除去強化が含まれる場合

（5.2 を参照）、事業体はそれが現実のものであることを保証しなければならない。事業体

は環境や社会への重大な悪影響を最小限に抑えるために適切な措置を講じるべきである。 
 事業体はすべての GHG 除去を監視し、対象境界内の GHG 除去がその後のカーボンニ

ュートラリティ報告期間に逆転した場合、逆転が起こった報告期間の GHG 排出としてカ

ウントするものとする。 
カーボンニュートラリティを宣言する事業体は、対象のベースラインに関連して GHG

除去強化が達成される期間を指定しなければならない。 
 GHG 除去強化は、事業体のカーボンニュートラリティ管理計画の除去目標を満たすか、

それを上回るべきである。 
 
10.3 文書化された情報 

事業体は、各報告期間のベースラインに対して測定された対象範囲内の GHG 排出削減

および GHG 除去強化に関する以下の情報を文書化および維持しなければならない。 
a)各報告期間中に実施された活動に従って、各 GHG 排出源と吸収源、および関連する

各 GHG について、GHG 排出削減と GHG 除去強化を定量化 
b)売却または閉鎖による GHG 排出削減 
c)生産または販売レベルの変更、定量化方法の変更、および排出係数の変更 
d)対象物のベースライン(絶対値または原単位、または両方)と比較した、達成された総

GHG 排出削減と除去強化 
e)発生した GHG 除去の逆転 
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f)GHG 削減または GHG 除去強化の実施を実証する証拠 

  例：機器または燃料の購入請求書、設置または保守報告書、写真、ビデオ 
 
11 カーボンフットプリントのオフセット 

11.1 一般 

カーボンニュートラリティを達成するためにオフセットが必要な場合、事業体は報告期

間中にカーボンクレジットを購入し、回収しなければならない。事業体は、別の当事者が

すでに使用しているカーボンクレジットを使用してカーボンニュートラリティを主張して

はならない。 
 事業体は、カーボンニュートラリティ管理計画に従って、GHG 排出を削減し、その後、

抑制されない GHG 排出をオフセットする前に、対象の境界内で GHG 除去を実施する。

GHG 排出削減または GHG 除去強化に向けてさらなる措置を講じない理由は正当化され、

文書化しなければならない。 
 カーボンクレジットを使用してカーボンニュートラリティを主張する場合、事業体は二

重計上を回避し、他の事業体が同じトン数の排出削減または除去強化を主張できないよう

にする必要がある。これは、複数の事業体間および事業体と政府間の二重計上の回避にも

適用される。 
注：パリ協定第 6 条第 4 項[14]に基づく対応する調整の適用による、民間事業体と政府間の

二重計上の回避(例:GHG プロジェクトの受け入れ国が約束する NDC) 
 事業体は、この文書の要件と一致するカーボンクレジットを使用して、バリューチェー

ンの他の当事者によってすでにオフセットされている GHG 排出をオフセットしないこと

を選択する場合がある。GHG 排出が他の当事者によってオフセットされた場合、これは文

書化されなければならない。 
 オフセットに使用されるカーボンクレジットは、11.2 に含まれるすべての基準を満たさ

なければならない。残留 GHG 排出のみが残っている場合のカーボンフットプリントは、

GHG 除去強化に基づくカーボンクレジットを使用してのみオフセットされるべきである。 
 契約による将来の GHG 排出削減と GHG 除去強化は、GHG 排出削減または GHG 除去

を行うプロジェクトへの早期資金調達を促進する方法として奨励される。ただし、気候変

動緩和が認定され、カーボンクレジットが発行され、その後廃止されるまでは、カーボン

ニュートラリティ宣言や表明に使用してはならない。 
 報告期間中の対象のカーボンニュートラリティの状態を達成するために、事業体は対象

のカーボンフットプリントに相当する量のカーボンクレジットを決定し、廃止しなければ

ならない。 
 
11.2 カーボンクレジットの基準 

事業体は、以下に該当する GHG 排出削減または GHG 除去強化から生成されたカーボ

ンクレジットのみを調達しなければならない。 
a)実際の GHG 排出削減または実際の GHG 除去強化 
b)追加で、GHG プロジェクトがなければ発生しなかった活動を示す強固な評価を用いて

実証され、規制要件や通常の事業を上回る気候変動の緩和を表す。 
注 1：追加の活動により、カーボンクレジットプログラムによって提供される動機がなけ

れば発生しなかったもの以上の GHG 排出削減及び/又は GHG 除去強化を生み出

す。 
c)関連する GHG ベースラインの算定及び GHG 排出削減もしくは除去強化、またはその

両方を保守的に見積もるための、承認されたカーボンクレジットプログラムの方法論
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に従って、測定可能であること 

注 2：GHG 削減と GHG 除去強化の定量化、および GHG プロジェクトの GHG ベースラ

インの算定は ISO 14064-2 に記載されている。 
d)永続的なもの、または逆転のリスクを最小化し、逆転が発生した場合にも同等の除去が

行われることを保証する適切な保護措置を備えたカーボンクレジットプログラムによ

って発行されたものであること 
e)認証済み 

 
事業体は、カーボンニュートラリティを主張する期間の開始前から 5 年以内に終了する

ヴィンテージのカーボンクレジットのみを使用しなければならない。 
 カーボンニュートラリティを達成するために使用されたカーボンクレジットは、報告期

間終了後 12 か月以内に廃止される。 
すでに発生した GHG 排出削減または GHG 除去を表すカーボンクレジットのみが、カ

ーボンニュートラリティ宣言に使用される。これらは通常、カーボン市場では「事後カー

ボンクレジット」と呼ばれる。 
 
11.3 カーボンクレジットプログラムの基準 

事業体がカーボンクレジットを調達する場合、事業体はそれらのカーボンクレジットが

以下のカーボンクレジットプログラムに基づいて生成されることを保証しなければならな

い。 
a)登録および検証の要件と手順を含む、カーボンクレジットプログラムのプロジェクト

サイクルに関する文書化された情報が公開され、透明性がある 
b)該当する場合、悪影響を回避するために、生態系、生物多様性、地域社会、人間の福祉、

人権、地域経済への影響に関する保護措置を提供する 
c)各 GHG プロジェクトが貢献する持続可能な開発目標[15]を特定する 

注 1：持続可能な開発の共同利益を GHG プロジェクトの説明に含めることができる 
d)カーボンクレジットプログラムを管理する組織の役割と責任を定めたガバナンス体制

に関する情報を提供する 
e)ルールと手順、方法論、ツールの開発および GHG プロジェクトのための利害関係者と

の協議要件とプロセスが含める 
f)カーボンクレジットの発行を可能にする GHG 排出削減または除去強化について独立

した検証を行う 
g)次のようなカーボンクレジットを発行する 

 1）カーボンクレジットの所有権と状態(売れ残り、譲渡、廃止など)に関する透明性と追

跡可能な情報を提供する公的登録簿に記載されている 
 2）固有のシリアル番号で発行される 
 3）永久廃止を規定する手続きに基づいて発行される 
 4）関連する GHG プロジェクトまで追跡可能 

h)GHG 排出削減や GHG 除去強化が複数の事業体によって主張される場合など、二重計

上を回避するための措置や、事業体と各国政府間での二重計上を回避するための措置

をとる 
i)漏洩のリスクを最小限に抑えるための措置を講じている 

注 2：漏洩とは、GHG プロジェクトの創設により、GHG 排出の意図しない増加、または

GHG 排出のある場所から別の場所への移動を指す。 
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11.4 文章化された情報 

事業体は、以下を特定して文書化しなければならない。 
a)カーボンクレジットプログラムと GHG プロジェクト、およびオフセットに使用され

るカーボンクレジットを生成するために使用される方法論 
b)GHG プロジェクトの場所を含む、カーボンクレジットを生成した特定の GHG プロジ

ェクト 
c)各 GHG プロジェクトから得られるカーボンクレジットの数 
d)GHG 排出削減または GHG 除去強化が行われた年、およびカーボンクレジットが発行

された年に関する情報(つまり、カーボンクレジットのヴィンテージ) 
e)カーボンニュートラリティを主張する事業体名で廃止が行われた登録簿へのリンクや、

カーボンニュートラリティを主張する事業体名で廃止されたカーボンクレジットのシ

リアル番号を含む、カーボンクレジットが廃止されたことを示す証拠 
 
 
12 カーボンニュートラリティ報告書 

事業体は、報告期間ごとにカーボンニュートラリティ報告書を公開し、それには以下の

情報が含まれなければならない。 
a)対象とその境界の説明 
b)対象が事業体の活動の一部のみを構成する場合の対象の選択の理論的根拠、およびそ

れが事業体の活動全体とどのように関連するか 
c)目標、削減戦略、残留 GHG 排出のみが残る目標年などを含む、カーボンニュートラリ

ティ管理計画の要素 
d)報告書が対応する期間 
e)残留 GHG 排出を超えてまだ抑制されない GHG 排出が存在するかどうか 
f)対象のカーボンニュートラリティ経路の説明と報告期間がこの経路のどこに位置する

か 
g)選択したベースライン、関連する基準期間、およびベースラインの変更の説明を含む

そのベースラインのカーボンフットプリント 
h)対象とその構成要素のカーボンフットプリント(8.1 を参照) 

注：この文書のカーボンフットプリントの構成要素は、ISO 14067 の製品算定報告書のカ

ーボンフットプリントの GHG 値と同等であり、ISO 14064-1 の GHG 報告書の内容

に記載されている。 
i)重要な航空活動または船舶活動が行われている場合、GHG 以外の気候への影響(水蒸

気、飛行機雲、すす、ブラックカーボンから生じるものなど)がカーボンフットプリント

に含まれているか、含まれている場合はどのような GWP 乗数が使用されているか 
j)対象境界内の GHG 除去 
k)大幅な GHG 除去が逆転した場合、逆転によって生じた GHG 排出 
l)カーボンフットプリントの定量化からの除外の正当性 
m)その選択の正当性を含む、カーボンフットプリントの定量化手法への言及 
n)以前の報告期間に使用された定量化方法への変更の説明と正当性 
o)使用された GHG 排出係数と除去係数の参照元または文書化された情報 
p)定量化された GHG 排出と吸収の精度に対する不確実性の影響 
q)報告期間中の GHG 排出削減と GHG 除去強化の説明、それらがどのように達成され

たか、カーボンニュートラリティ管理計画、および該当する場合は国内および国際的な

気候政策目標との整合性 
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r)カーボンクレジットプログラムと GHG プロジェクト、オフセットに使用されるカー

ボンクレジットの生成に使用される GHG プロジェクトの種類と関連方法論 
s)固有のシリアル番号を含む、登録簿および種類ごとに使用されるカーボンクレジット

数 
t)購入したカーボンクレジットに対応する調整が適用されたかどうかの開示 
u)使用されたカーボンクレジットが 11.2 および 11.3 の基準と一致するカーボンクレジ

ットプログラムからのものであることの確認 
v)カーボンクレジットが生成された期間とその廃止日 
w)検証意見 
x)将来的にカーボンニュートラリティをどのように達成、維持していくのかの説明 

 
13 カーボンニュートラリティ宣言 

カーボンニュートラリの宣言は、この文書のすべての要件が満たされた場合にのみ行わ

れる。 
 カーボンニュートラリティに関する宣言は、カーボンニュートラリティ報告書に基づく

ものとし、カーボンニュートラリティ報告書への参照またはリンクを含むものとする。カ

ーボンニュートラリティ宣言は、ISO 14064-3 または同等の検証基準に従って検証されな

ければならない。 
 事業体は、各報告期間のカーボンニュートラリティ報告書(第 12 項を参照)の概要を形成

する背景情報を公表するものとする。 
事業体は、この情報が以下の通りであること保証するものとする。 

a)カーボンニュートラリティ報告書の情報と一致している 
b)カーボンニュートラリティ報告書へのリンクがあり、一般的にアクセス可能である 
c)対象の範囲と境界を正確に要約する 
d)カーボンニュートラリティの報告期間を記載する 
e)カーボンニュートラリティ経路が含まれる(5.3 を参照） 
f)GHG 排出、GHG 除去、GHG 排出量削減、GHG 除去強化を記載する 
g)オフセットされたカーボンフットプリントを CO2e で示す 
h)カーボンニュートラリティを達成するために購入および廃止されるカーボンクレジッ

トの種類を示す 
i)カーボンニュートラリティ宣言に、抑制されていない GHG 排出が含まれるか、それと

も残留 GHG 排出のみが含まれるかを記載 
j)二重請求は回避されたことを明記する 
k)カーボンニュートラリティ宣言がいつ、誰によって検証されたかを記載する 

注：この文書を使用したカーボンニュートラリティ宣言は、IPCC が定義する世界的な 
GHG ニュートラリティへの貢献である。 
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附属書 A 

カーボンニュートラリティ経路 

 

事業体のカーボンニュートラリティ経路は、事業体がカーボンニュートラリティ管理計

画に沿って、カーボンニュートラリティを達成し、対象のカーボンフットプリントを削減

しようとする計画的な軌道を記述する。カーボンニュートラリティ経路は、直線的な軌道

である可能性は低く、組織がプロセスを変更する、製品提供を見直す、サプライチェーン

の改善から利益を得る、オフセットのメカニズムを変更することによって、変化すること

が多いのが特徴である。 
 カーボンニュートラリティ経路のどの時点でも、カーボンニュートラリティの達成は、

対象のカーボンフットプリントからカーボンクレジットを差し引いたものから評価される。

図 A.1 を参照してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 A.1 対象のカーボンニュートラリティ経路の要素間の関係 

 
対象のカーボフットプリント、使用されたカーボンクレジット、最終結果によってカー

ボンニュートラリティの達成が決まる。 
 最終結果がゼロに等しい場合、カーボンニュートラリティとして認定される。最終結果

がマイナスである場合(「ネットネガティブ」、「カーボンネガティブ」、または「気候ポジテ

ィブ」と呼ばれることがある状態)、この文書ではこれもカーボンニュートラリティとみな

される。ゼロより大きい最終結果は、カーボンニュートラリティを主張には不適格である。 
 カーボンニュートラリティ経路には、対象の GHG 排出を削減しながら、対象境界内で

の GHG 除去を増加させることで、時間の経過とともにオフセットへの依存度を減らすこ

とが含まれる。一部の事業体は、対象のカーボンフットプリントをゼロにすることができ

ず、オフセットに依存し続けることになると認識されている。 
カーボンニュートラリティ経路では 2 つの段階を区別できる。 

－初期段階：この段階は、抑制されない GHG 排出量、カーボンフットプリントを相殺す

るためのあらゆる種類のカーボンクレジットの使用、およびカーボンニュートラリティ

管理計画による対象のカーボンフットプリントを減らすため、GHG 排出削減と GHG 除

去強化の実装の開始によって特徴づけられる。 
－後期段階：この段階の特徴は次のとおりである。 
 －GHG 排出量が残留 GHG 排出量のみに削減され、カーボンフットプリントが除去クレ

ジットによって徐々に相殺されるカーボンフットプリント 
 －カーボンクレジットを一切使用せずにカーボンフットプリントがゼロまたはマイナス

になること 

GHG排出

抑制されないGHG排出

残留GHG排出 除去クレジット

GHG除去

カーボンフットプリント カーボンクレジット

還元クレジット
(回避クレジットを含む) 最終結果

カーボンニュートラル管理計画に基づく
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残留 GHG 排出とは、技術的および経済的に実行可能なすべての措置を実施した後に残

る、対象のカーボンフットプリント内の GHG 排出である。抑制されない GHG 排出と残

留 GHG 排出との間の閾値は、技術の向上と経済の変化に応じて時間の経過とともに調整

される。 
 事業体のカーボンフットプリント内に残留 GHG 排出が存在する可能性がある例は次の

とおりである。 
－産業プロセスの排出(例：セメント生産、アルミニウム精錬、鉄鋼/金属生産） 
－緊急事態(例：火災、施設の故障)における排出 
－インフラの制限(例: 充電インフラが利用できない) 
－技術上の限界(例：土壌からの亜酸化窒素の放出を防ぐ方法がない） 
－経済的な限界(例：移動車両における炭素回収の利用可能な技術は高価すぎる） 

説明のために、表 A.1 は、カーボンニュートラリティに該当する国の非網羅的なリスト

を示しており、上記のように 2 つの段階に分けられる。 
 

表 A.1 カーボンニュートラリティを達成するための要素の組み合わせ 

段階 カーボンフットプリント a 
カーボンクレジット

の種類 c 
最終結果 注記 GHG 排出削減後の

GHG 排出 
GHG 除去 b 

初期 抑制されない排出 No あらゆる種類 0
抑制されない排出 No 除去クレジット 0
抑制されない排出 Yes あらゆる種類 0
抑制されない排出 Yes 除去クレジット 0
抑制されない排出 Yes なし 0 d

後期 残留排出 No あらゆる種類 0
残留排出 No 除去クレジット 0 d
残留排出 Yes あらゆる種類 0
残留排出 Yes 除去クレジット 0 d
残留排出 Yes なし 0 d,e

a：オフセットに必要なカーボンクレジットを計算する際に、カーボンクレジットとして他の事業体に移転された排出

削減や除去強化は、二重計上や二重請求を避けるために除外される 
b：GHG 除去は対象境界内で行われる 
c：カーボンクレジットの種類には、回避クレジット、削減クレジット、除去クレジットがある 
d：一部の取り組みでは、これらの状態を「ネットゼロ」と定義している 

e：IPCC はこの状態を「ネットゼロ」と定義している 
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附属書 B 

特定の場合の追加要件 

 
B.1 組織 

 GHG 排出と除去の定量化は、ISO 14064-1 に定められた方法論、またはそれと一致する

方法論に従うものとする。 
 組織の境界を確立する際には、どの GHG 排出が重要であるかを決定する際に考慮する

必要がある。 
a)カーボンニュートラリティを主張する対象利用者のニーズ 
b)カーボンニュートラリティ管理計画の野心レベル 

注：GHG 排出の定量化には、次のカテゴリーが含まれる：購入したエネルギー、上流の購

入、使用段階と耐用年数終了段階を含む下流の販売製品、物品の輸送、旅行、金融投

資からの直接的 GHG 排出と間接的 GHG 排出。 
定量化の結果が GHG インベントリである場合、インベントリは組織のカーボンフット

プリントを表すために合計されなければならない。 
対象がより大きな組織の一部である組織である場合、対象のカーボンニュートラリティは、

より大きな組織のカーボンフットプリント全体の文脈で見るべきである。 
この場合、大規模な組のためにカーボンニュートラリティに向けた長期的な道筋を開発

するべきである。 
 
B.2 製品 

B.2.1 一般 

製品のカーボンフットプリントの定量化は、ISO 14067 に定められた方法論、またはそ

れと一致する製品の他の定量化方法論に従うものとする。企業と消費者間のコミュニケー

ションでは、製品のカーボンフットプリントの定量化は製品のライフサイクル全体をカバ

ーし、機能単位を使用しなければならない。企業間のコミュニケーションでは、製品のカ

ーボンフットプリントの定量化には、部分的または完全なカーボンフットプリントの宣言

単位が使用される場合がある。 
 対象が製品システムの一部のみで構成されている場合、事業体は製品システムのその部

分を選択した根拠を文書化し、製品に起因するすべての GHG 排出量を説明しなければな

らない。 
 事業体が複数の製品を生産している場合、事業体は、生産する他の製品を対象としたカ

ーボンニュートラリティ管理計画を事業体レベルで策定すべきである。実行可能な場合、

事業体は単一の製品だけでなく、すべての製品についてカーボンニュートラリティを達成

するよう努めるべきである。 
 
 製品の GHG 排出量削減は、消費者については機能単位あたりの削減量(例：1 回手を乾

かす、乗用車による 1 人で 1km の移動、20 年間持続する 1m2の壁の塗装)、または企業間

製品については部分的なカーボンフットプリントについては宣言単位あたりの削減量（例：

1 トンの鉄鋼、100m の 3mm ゲージの鋼線）として表現されるものとする。 
 
B.2.2 イベント 

イベントは、ISO 14067 またはそれと一致する他の定量化方法に従って定量化される製

品の一種である。イベントには、商品とサービスの両方の提供が含まれる場合がある。イ

ベントの境界には以下が含まれる。 
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a)計画段階 
b)準備段階 
c)イベント段階 
d)イベント後の段階 
1 回限りの(非繰り返しの)イベントは、繰り返し発生するイベントと区別するべきである。 
イベントの前(計画段階中）、事業体はカーボンニュートラリティ管理計画を作成し、イ

ベント中にGHG排出量を管理するために実行されるすべての行動を特定するものとする。 
注 1：サービスを提供する事業体のイベントの種類に関する見解は異なる場合がある。 

例えば、アーティストの視点から見ると、コンサートはツアーの一部であれば定期

的なイベントになる可能性があるが、（地元の）会場提供者は同じコンサートを 1 回

限りのイベントと見なす。 
 イベントは単一の製品としてみなされる。 
注 2：追加サービスは、イベント主催者の制御または責任の範囲外で、特定のサービスプ

ロバイダー(例：照明、音響技術、ケータリング)によって提供される。この場合、カ

ーボンニュートラリティは、イベントレベルで公的に主張することができ、カーボ

ンフットプリントに含まれ境界を特定し、カーボンニュートラリティを決定するこ

とができるが、追加サービスプロバイダーは、イベント主催者に提供しているサー

ビスについてもカーボンニュートラリティを主張することができる（企業間、また

は企業と消費者間のコミュニケーションで） 
一回限りのイベントの主催者は、オフセットを通じてカーボンニュートラリティを主張

する前に、GHG 排出量を最小限に抑えるためにあらゆる合理的な努力が払われているこ

とを実証しなければならない。 
定期的なイベントを企画する事業体は、将来のイベントに向けたカーボンニュートラリ

ティ管理計画を策定しなければならない。複数のイベントが対象となる場合、事業体は報

告期間の選択の根拠を文書化する。事業体は、ある期間から次の期間までの GHG 排出削

減を実証し、カーボンニュートラリティ宣言を正当化するためにオフセットのみに依存し

てはならない。イベントの性質や規模が大きく変化した場合には、1 回限りのイベントと

して会計処理する。 
非定期的な１回限りのイベントの場合、または定期的なイベントの性質と規模が大幅に

変更された場合、GHG 排出削減は、予想される参加者数や気象条件などの要素を考慮した

保守的なベースライン推定値に基づくものとする。 
 繰り返し発生し、イベントの性質や規模が大きく変わっていないイベントの場合、GHG
排出削減は参照イベントに基づくものとする。 
 
B.3 金融機関 

B.3.1 一般 

第 B.1 項に規定される基準に加え、カーボンニュートラリティを主張する金融機関は、

その活動または資産を資金源とする GHG 排出を定量化し、削減し、オフセットするもの

とする。 
融資による GHG 排出とは、金融機関が融資する活動または資産から生じる GHG 排出

量のことで、上場株式および社債、ビジネスローンおよび非上場株式、プロジェクトファ

イナンス、商業用不動産、住宅および自動車ローンを含む(ただし、これらに限定されない)。
これらの GHG 排出は通常、銀行、ファンドマネージャー、保険会社、その他の金融機関

に関連する。 
注 1：「融資による GHG 排出」という用語は、金融業界のための世界的な GHG 会計およ
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び報告基準(PCAF)[20]の方法論に準拠するために使用されており、「スコープ 3、カ

テゴリー15、投資」と呼ばれるものをカバーしている。 
注 2：ISO 14064-1 では、融資による GHG 排出はカテゴリー5 に含まれる。 
注 3：さらなる原則とガイダンスについては、ISO 14097 を参照してください。 

 
事業体は、世界的なカーボンニュートラリティへの移行を支援しない活動への投資につ

いてカーボンニュートラリティを主張してはならない。 
 
B.3.2 融資による GHG 排出の範囲と境界 

算定は、境界内のすべての重要な融資による GHG 排出をカバーするものとする。融資

による GHG 排出を境界から除外する場合は文書化され、正当化されなければならない。

許容される除外の正当化基準は次のとおりである。 
－規模：この活動は、当該機関の融資による予想される GHG 排出の合計にとって重要で

はない 
－方法論：特定の活動または資産クラスの融資による GHG 排出を定量化するための特定

の世界的な方法論はない 
 資産運用会社は、裁量資金の融資による GHG 排出量も評価するべきである。金融機関

が親会社から資産管理部門を除外することを決定した場合、透明性と比較可能性を理由か

ら、その除外を開示しなければならない。 
注：アドバイザリーサービスはオプションで評価できる。 
 
B.3.3 定量化 

金融機関は、融資による GHG 排出を含む GHG 排出量を定量化し、そのような排出量

をカーボンフットプリントに含めるものとする。 
 融資による GHG 排出、GHG 排出削減、GHG 除去および GHG 除去強化の定量化は、

一貫した方法論を使用して行われなければならない。金融機関の境界内で融資による GHG 
排出を定量化するには、1 つの方法のみを選択しなければならない。 
融資による GHG 排出、GHG 排出削減、GHG 除去および GHG 除去強化の定量化は、資

産クラスまたはセクターごとにカバーされ、分類されるものとする。 
 
B.3.4 開示 

金融機関は、融資による GHG 排出を対象とする科学に基づいた手法を使用して目標を

設定する。 
この文書に定められた一般的な開示要件に加えて、金融機関によるカーボンニュートラ

リティの開示には以下が含まれる。 
－融資された投資からの GHG 排出量の定量化に使用されるデータの品質の評価 
－資産クラスおよびセクター別の解析 
 
B.3.5 GHG 排出削減への投資 

世界的なカーボンニュートラリティへの移行に対する金融機関の連携を示すために、以下

の行動も奨励される。 
－GHG 排出の削減又は回避、又は GHG 除去を目的としたプロジェクトへの直接投資 
－自然由来または技術的な炭素吸収源の開発に資金を提供 
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B.4 市場ベース手法 

電力に対する市場ベース手法は、供給者が契約上の取決めを通じて電力製品が次のこと

を保証できる場合にのみ使用できる。 
－供給される電力の単位に関連する情報を伝達する 
－対象の境界内での GHG 排出と GHG 除去の二重計算を避けるため、独自の主張によっ

て保証されている 
－報告事業体、またはその代理として追跡および償還、償却または取消される 
－契約文書が適用される期間に可能な限り近く作成され、対応する期間で構成される 
－国内、又は送電網(グリッド)が相互接続されている場合は消費が行われる市場境界内で

生産される 
 

対象内のプロセスが小島嶼開発途上国(SIDS)3)にある場合、送電網の相互接続性に関係

なく、そのようなプロセスの契約手段を使用してカーボンフットプリントをさらに定量化

することもできる。 
事業体は、カーボンニュートラリティ管理計画に対象の電力使用効率を改善する計画を

文書化し、そのような活動を実施するために講じた措置を報告しなければならない。 
事業体は、その後のカーボンニュートラリティ報告書において、選択した手法を一貫し

て適用するべきである。事業体がその後の報告期間に選択した手法を変更する場合、ベー

スラインの再計算を含むカーボンニュートラリティ管理計画にこの変更を反映し、カーボ

ンニュートラリティ報告書で透明性を持たせるものとする。 
追加の再生可能エネルギー容量の開発を促進するには、企業は次の調達階層を適用するべ

きである。 
a)直接回線接続による自家発電または物理的な電力購入契約 
b)再生可能エネルギー源からの金融による電力購入契約 
c)15 年以内の発電施設からの契約文書 

注 1：契約文書とは、エネルギー生成に関する属性と一体化されたエネルギーの売買、また

は分離された属性の請求に関する、二者間のあらゆる種類の契約である。これには、

エネルギー属性証明書(EAC)、再生可能エネルギー証明書(REC)、原産地保証(GO)、
電力購入契約(PPA)、グリーンエネルギー証明書、またはサプライヤー固有の排出率

が含まれる。 
注 2：市場ベース手法は、報告組織が契約文書とセットで電気を購入する発電事業者、また

は契約文書単独で電力を購入する発電事業者から排出される GHG 排出量に基づいて、

報告組織のエネルギーからの間接排出を定量化する方法である。 
注 3：地域ベース手法は、国レベルまたは準国家レベルで定義された地理的位置の平均エ

ネルギー生成排出係数を使用して、エネルギーの物理的な供給に基づいてエネルギー

からの間接排出を定量化する方法である。 
注 4：契約文書に基づいてバイオ燃料またはその他のバイオベース材料を使用すると、GHG

排出が削減につながる可能性がある。これらの市場ベース手法には、個別の認証プロ

セスが含まれ、次のような契約上の取り決めの使用が含まれる。 
  －供給された燃料または材料の単位に関連する情報を伝達する 
  －対象境界内での GHG 排出量と GHG 除去量の二重計算を避けるため、固有の主張

によって保証される 
  －報告事業体、またはその代理として追跡および償還、償却または取消される 
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附属書 C 

国際的な定量化に関する基準と GHG プロトコル会計及び報告基準の比較 

 

C.1 一般 

この附属書では、8.1 で引用されている GHG プロトコル会計および報告基準の基準が、

それぞれの国際基準の基準とどのように一致するかを概説する。表 C.2 は、組織に起因す

る直接的および間接的 GHG 排出量のカテゴリーの比較を示している。表 C.3 は、製品の

定量化と報告要件の比較を示している。 
この附属書では、表 C.1 に示す短縮名は、比較に使用される文書の版を識別するために

使用される。 
 

表 C.1 文書の比較に使用される短縮形名 

短縮形名 比較に使用された文書の完全なタイトルと発行日 
ISO14064-1 ISO14064-1:2018、温室効果ガス－第 1 部:温室効果ガスの排出量と除去

量の定量化と報告のための組織レベルでのガイダンスを含む仕様 
ISO14067 ISO14067:2018、温室効果ガス－製品のカーボンフットプリント－定量

化の要件とガイドライン 
GHG プロトコル企業基準 2020 年に GHG プロトコルによって発行された 

「企業会計および報告基準改訂版」[17]及び 
その補足 2011 年に GHG プロトコルによって発行された「企業バリュ

ーチェーン(スコープ 3)会計および報告基準 - GHGプロトコル企業会計

および報告基準の補足」[18] 
GHG プロトコル製品基準 2011 年に GHG プロトコルによって発行された 

「製品ライフサイクルの会計および報告基準」[19] 
 
 
C.2 ISO 14064-1:2018 と GHG プロトコル企業標準との比較[17] 

C.2.1 一般 

ISO 14064-1:2018 と GHG プロトコル企業基準および GHG プロトコル企業バリューチ

ェーン(スコープ 3)基準[18]の主な違いは次のとおりである。 
a) 間接的 GHG 排出を定量化に含める必要がある範囲 
b) 間接的エネルギー排出を報告するための地域ベース手法と市場ベース手法の異なる 

使用法 
注：GHG プロトコル企業基準への言及には、その基準に対するスコープ 2 ガイダンスの

修正が含まれる。 
C.2.2 間接的排出の報告 

ISO 14064-1 では、すべての直接的 GHG 排出と GHG 除去に加えて、次の重要な間接

的 GHG 排出を含めることが求められている。 
a)購入したエネルギーからの間接的 GHG 排出 
b)輸送による間接的 GHG 排出 
c)組織が使用する製品からの間接的 GHG 排出 
d)組織からの製品の使用に関連する間接的 GHG 排出 
e)他の発生源からの間接的 GHG 排出 
一方、GHG プロトコル基準では、スコープ 1(直接的 GHG 排出)とスコープ 2(購入エネ

ルギーからの間接的 GHG 排出)の算入を義務付けており、スコープ 3 のその他の間接的
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GHG 排出の算入は任意である。GHG プロトコル企業基準は、スコープ 3 排出の報告要件

が異なるさまざまな GHG 報告および開示イニシアチブで参照されている。 
 
C.2.3 間接的エネルギー排出の報告 

ISO 14064-1 を使用すると、輸入エネルギーからの間接的 GHG 排出については、地域

ベースの方法のみを主要な GHG インベントリに使用できる。市場ベースの方法は個別に

報告されるが、再生可能エネルギー契約および認証は GHG 排出削減量として考慮するこ

とはできない。GHG プロトコル企業基準は、間接エネルギー排出を定量化し報告するため

に、市場ベース方法を主要な報告方法として使用することを許可しているが、地域ベース

方法も報告される。GHG プロトコル企業基準では、再生可能エネルギーの購入を GHG 排

出削減の一種として数えている。 
 
C.2.4 GHG 排出と除去への取組 

ISO 14064-1 は、各カテゴリーの GHG 排出と除去に明確に規定しており、除去は GHG
定量化の本質的な部分である。GHG プロトコル企業基準で示されているガイダンスはそ

れほど明確ではないが、GHG 排出とは別に報告されるべき GHG 除去の定量化が可能であ

る。 
 
C.2.5 回避された GHG 排出 

回避された GHG 排出の概念は、ISO 14064-1 では取り上げられていない。ただし、GHG
プロトコル企業基準では、回避された GHG 排出の定量化に取り組んでおり、これは個別

に報告する必要がある。 
 
C.2.6 定量化とスコープの違い 

表 C.2 は、直接及び間接的 GHG 排出の観で、ISO 14064-1 と GHG プロトコル企業基

準を比較している。一般に、GHG プロトコル企業基準の対象となる GHG 排出は、スコー

プ 3 の重大な GHG 排出と GHG 除去の両方が考慮される場合、ISO 14064-1 に準拠する。 
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表 C.2 ISO 14064-1:2018 と GHG プロトコル企業基準との比較[17] 

－直接及び間接的 GHG 排出 
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C.3  ISO 14067:2018 と GHG プロトコル製品基準の比較[19] 

C.3.1 概念の一般的な違い 

一般に、2 つの標準は一致している。両方の規格の定量化方法と要件は、ライフサイクル

評価(LCA)規格 ISO 14040 および ISO 14044 によって確立されたライフサイクル手法に

従っている。 
 GHG プロトコル製品基準の方法は、企業による使用にさらに適合しており、範囲と目標

をビジネス目標に合わせる方法に関するガイダンスが含まれている。また、目標と性能の

追跡、および定量化と報告の部分だけでなく、時間の経過とともにデータ管理を改善する

ことに重点を置いた段階的手法の実装方法にも重点が置かれている。 
 ISO 14067 の最初の 4 つの原則は、GHG プロトコル製品基準の原則としてではなく、

基本または範囲要件として含まれている。オフセットはどちらの規格の範囲にも含まれて

いない。 
 ISO 14067とGHGプロトコル製品基準は両方ともライフサイクル手法を使用している。

GHG プロトコル製品基準は、従うべきいわゆる「帰属的アプローチ」を強調していますが、

ISO 14067 はその手法を定義していない。 
 ISO 14067 は、単一の GHG のインベントリ解析を地球温暖化の影響評価から分離して

いるが、GHG プロトコル製品基準では、地球温暖化の影響を測定するために「GHG イン

ベントリ」という用語が使用している。 
 
C.3.2 GHG 排出と除去 

ISO 14067 は、ライフサイクルの各段階の GHG 排出と除去に取り組んでいる。化石由

来の GHG 排出量と除去量は正味の数値として報告できるが、生物起源の GHG 排出量と

除去量は結果で個別に報告される。 
GHG プロトコル製品基準では、定量化のためにライフサイクル段階ごとの GHG 排出量

と除去量も取り上げられているが、これは報告書で開示する必要はない。化石および生物

起源の GHG 排出量と除去量の両方を正味の数値として報告できる。生物起源の GHG 排

出量と除去量は、該当する場合にのみ個別に報告される。 
 
C.3.3 製品に蓄積された炭素 

ISO 14067 では、生物起源の炭素含有量を定量化した場合、個別に文書化することが求

められる。GHG プロトコル製品基準では、非生物起源(化石)と生物起源の両方の炭素含有

量をカーボンフットプリントに含めて定量化することができる。 
 
C.3.4 回避された GHG 排出量 

回避された GHG 排出量の概念は、ISO 14067 では扱われていない。GHG プロトコル製

品基準は、個別の報告と組み合わせて回避 GHG 排出量の概念に取り組んでいるが、イン

ベントリ結果に含めることは認められていない。 
 
C.3.5 定量化と範囲設定の違い 

表 C.3 は、定量化と報告要件の観点から ISO 14067 と GHG プロトコル製品基準を比較

している。一般に、GHG プロトコル製品基準の対象となる GHG 排出量は ISO 14067 と

一致している。 
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表 C.3 ISO 14067:2018 と GHG プロトコル製品基準[19]の対応－定量化および報告要件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GH
G 

プ
ロ

ト
コ

ル
製

品
基

準
の

対
応

す
る

条
項

主
な

違
い

6.3
.1

 
カ

ー
ボ

ン
フ

ッ
ト

プ
リ

ン
ト

算
定

の
⽬

標
6.3

.2
 

カ
ー

ボ
ン

フ
ッ

ト
プ

リ
ン

ト
算

定
の

範
囲

4.
 原

則
6.

 製
品

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

の
範

囲
の

確
⽴

⾔
語

の
違

い
は

あ
る

が
、

実
際

の
違

い
は

な
い

。
GH

Gプ
ロ

ト
コ

ル
製

品
基

準
で

は
、

「
適

⽤
範

囲
は

 5
 つ

の
会

計
原

則
お

よ
び

企
業

の
ビ

ジ
ネ

ス
⽬

標
と

⼀
致

す
る

べ
き

で
あ

る
」

と
述

べ
ら

れ
る

が
、

IS
O 

14
06

7で
は

技
術

的
な

定
義

に
重

点
が

置
か

れ
て

い
る

。
全

体
と

し
て

、
ど

ち
ら

の
規

格
も

、
対

象
と

な
る

⽤
途

と
利

⽤
者

を
念

頭
に

置
い

て
、

製
品

が
気

候
に

与
え

る
影

響
の

推
定

値
を

計
算

す
る

こ
と

を
⽬

標
と

し
て

い
る

。
GH

G 
プ

ロ
ト

コ
ル

製
品

規
格

は
、

す
で

に
範

囲
定

義
段

階
に

あ
る

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

に
ど

の
 G

HG
が

含
ま

れ
る

か
を

定
義

し
て

い
る

が
、

IS
O 

14
06

7 
は

規
格

の
報

告
部

分
で

こ
れ

を
取

り
上

げ
て

い
る

。
ど

ち
ら

の
規

格
も

、
GH

G 
の

完
全

な
リ

ス
ト

に
つ

い
て

は
最

新
の

 IP
CC

 評
価

報
告

書
を

参
照

し
て

い
る

。

6.3
.3

 
機

能
単

位
ま

た
は

宣
⾔

単
位

6.
2 

要
件

6.
3.

2 
解

析
単

位
の

定
義

IS
O 

14
06

7 
で

は
、

製
品

シ
ス

テ
ム

 (機
能

単
位

に
関

連
) お

よ
び

部
分

的
な

カ
ー

ボ
ン

フ
ッ

ト
プ

リ
ン

ト
(宣

⾔
単

位
に

関
連

)の
参

照
フ

ロ
ー

が
導

⼊
さ

れ
て

い
る

が
、

GH
Gプ

ロ
ト

コ
ル

製
品

基
準

で
は

、
中

間
製

品
に

対
し

て
参

照
フ

ロ
ー

と
い

う
⽤

語
の

み
使

⽤
さ

れ
て

い
る

。
6.3

.4
 

シ
ス

テ
ム

境
界

5.
 製

品
ラ

イ
フ

サ
イ

ク
ル

会
計

の
基

礎
7.

 境
界

設
定

⼤
き

な
違

い
は

な
い

。
IS

O 
14

06
7 

で
は

、
カ

ッ
ト

オ
フ

制
限

内
に

あ
る

場
合

は
資

本
財

を
除

外
で

き
る

と
記

載
さ

れ
て

い
る

。
GH

G
プ

ロ
ト

コ
ル

製
品

基
準

で
は

、
資

本
財

は
ス

コ
ー

プ
 3 

排
出

に
お

け
る

主
要

な
カ

テ
ゴ

リ
ー

 2
 要

素
で

あ
る

。
GH

G 
プ

ロ
ト

コ
ル

製
品

基
準

で
は

、
企

業
は

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

報
告

書
に

プ
ロ

セ
ス

マ
ッ

プ
を

含
め

る
必

要
が

あ
る

と
規

定
さ

れ
て

い
る

が
、

IS
O 

14
06

7で
は

含
ま

れ
る

単
位

プ
ロ

セ
ス

の
リ

ス
ト

の
み

が
必

要
で

あ
る

。
除

外
は

す
べ

て
、

両
⽅

の
基

準
に

従
っ

て
開

⽰
お

よ
び

正
当

化
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
ず

、
重

要
性

の
閾

値
を

明
⽰

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

GH
G 

プ
ロ

ト
コ

ル
製

品
基

準
に

は
、

「
企

業
は

、
ゆ

り
か

ご
か

ら
ゲ

ー
ト

(c
ra

dl
e-

to
-g

at
e)

ま
で

の
境

界
が

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

報
告

書
で

定
義

さ
れ

て
い

る
場

合
、

開
⽰

お
よ

び
正

当
化

す
る

も
の

と
す

る
」

と
記

載
さ

れ
て

る
6.3

.5
 

デ
ー

タ
と

デ
ー

タ
品

質
8.

 デ
ー

タ
の

収
集

と
デ

ー
タ

品
質

の
評

価

⼤
き

な
違

い
は

な
い

。
ど

ち
ら

の
基

準
に

も
、

使
⽤

す
る

デ
ー

タ
の

種
類

に
関

す
る

明
確

な
階

層
が

あ
り

、
サ

イ
ト

固
有

の
⼀

次
デ

ー
タ

を
優

先
す

る
。

IS
O 

14
06

7は
、

⼆
次

デ
ー

タ
の

使
⽤

を
正

当
化

す
る

必
要

性
を

よ
り

重
視

し
て

い
る

。
6.4

.1
 

⼀
般

7.
 境

界
設

定
8.

 デ
ー

タ
の

収
集

と
デ

ー
タ

品
質

の
評

価

⼀
般

に
、

同
じ

⼿
順

が
使

⽤
さ

れ
る

。
⽣

物
起

源
 G

HG
 の

排
出

と
除

去
の

扱
い

に
は

い
く

つ
か

の
違

い
が

あ
る

。

6.4
.6

 
割

り
当

て
9.

 割
り

当
て

⼤
き

な
違

い
は

な
い

。
ど

ち
ら

の
規

格
も

同
じ

割
り

当
て

⼿
順

を
採

⽤
し

て
い

る
。

IS
O 

14
06

7:
20

18
の

条
項

6.
3 

⽬
標

と
範

囲
の

定
義

6.
4 

カ
ー

ボ
ン

フ
ッ

ト
プ

リ
ン

ト
の

ラ
イ

フ
サ

イ
ク

ル
イ

ン
ベ

ン
ト

リ
解

析
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GH
G 

プ
ロ

ト
コ

ル
製

品
基

準
の

対
応

す
る

条
項

主
な

違
い

6.
4.

7 
カ

ー
ボ

ン
フ

ッ
ト

プ
リ

ン
ト

の
性

能
追

跡
14

. 削
減

⽬
標

の
設

定
と

在
庫

変
化

の
経

時
的

追
跡

⼤
き

な
違

い
は

な
い

。
GH

G 
プ

ロ
ト

コ
ル

製
品

基
準

に
は

、
よ

り
詳

細
な

ガ
イ

ダ
ン

ス
が

あ
る

。
ど

ち
ら

の
規

格
も

、
⼀

貫
性

と
同

じ
機

能
単

位
と

計
算

⽅
法

の
使

⽤
の

必
要

性
を

強
調

し
て

い
る

。
6.

4.
8 

GH
G 

排
出

と
除

去
の

タ
イ

ミ
ン

グ
の

影
響

の
評

価
11

. イ
ン

ベ
ン

ト
リ

結
果

の
計

算
⼤

き
な

違
い

は
な

い
。

GH
G 

排
出

と
除

去
の

遅
れ

の
タ

イ
ミ

ン
グ

の
影

響
は

考
慮

さ
れ

な
い

。

6.
4.

9 
特

定
の

 G
HG

 排
出

お
よ

び
除

去
の

扱
い

6.
4.

9.
2 

化
⽯

お
よ

び
⽣

物
起

源
の

炭
素

11
. イ

ン
ベ

ン
ト

リ
結

果
の

計
算

13
. 報

告
IS

O 
14

06
7 

で
は

、
「

化
⽯

起
源

GH
G 

排
出

お
よ

び
除

去
…

含
ま

れ
、

最
終

結
果

と
し

て
別

途
、

⽂
書

化
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

、
お

よ
び

「
⽣

物
起

源
 G

HG
 排

出
お

よ
び

除
去

は
含

ま
れ

、
別

途
表

現
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

と
規

定
さ

れ
、

⼀
⽅

、
GH

G 
プ

ロ
ト

コ
ル

製
品

基
準

で
は

、
「

企
業

は
、

⽣
物

起
源

、
⾮

⽣
物

起
源

、
お

よ
び

⼟
地

利
⽤

変
化

の
影

響
に

よ
り

境
界

内
に

含
ま

れ
る

排
出

と
除

去
の

す
べ

て
を

含
む

分
析

単
位

当
た

り
の

CO
2e

で
総

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

結
果

を
定

量
化

し
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

」
、

お
よ

び
「

該
当

す
る

場
合

は
、

⽣
物

起
源

お
よ

び
⾮

⽣
物

起
源

の
排

出
と

除
去

量
、

お
よ

び
⼟

地
利

⽤
変

化
の

影
響

を
別

途
報

告
す

6.
4.

9 
特

定
の

 G
HG

 排
出

お
よ

び
除

去
の

扱
い

6.
4.

9.
3 

製
品

中
の

⽣
物

起
源

炭
素

11
. イ

ン
ベ

ン
ト

リ
結

果
の

計
算

13
. 報

告
IS

O1
40

67
 で

は
、

「
製

品
の

⽣
物

起
源

炭
素

含
有

量
を

計
算

す
る

場
合

、
別

途
⽂

書
化

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
...

し
か

し
、

GH
G 

結
果

に
含

め
て

は
な

ら
な

い
」

と
し

、
GH

G 
プ

ロ
ト

コ
ル

製
品

基
準

で
は

、
「

⾮
⽣

物
起

源
と

⽣
物

起
源

の
両

⽅
の

炭
素

含
有

量
と

貯
蔵

量
を

計
算

し
、

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

と
定

め
て

い
る

。
6.

4.
9 

特
定

の
 G

HG
 排

出
お

よ
び

除
去

の
扱

い
6.

4.
9.

4 
電

気

8.
 デ

ー
タ

の
収

集
と

デ
ー

タ
品

質
の

評
価

。
 B

ox
[8

.3
]

13
. 報

告

⼤
き

な
違

い
は

な
く

、
ど

ち
ら

の
規

格
で

も
契

約
⼿

段
を

使
⽤

し
た

市
場

ベ
ー

ス
⼿

法
を

認
め

て
い

る

6.
4.

9 
特

定
の

 G
HG

 排
出

お
よ

び
除

去
の

扱
い

6.
4.

9.
5 

⼟
地

利
⽤

の
変

更

7.
 境

界
設

定
13

. 報
告

⼤
き

な
違

い
は

な
く

、
直

接
的

な
⼟

地
利

⽤
変

化
の

 G
HG

 排
出

は
含

ま
れ

、
個

別
に

報
告

さ
れ

る
が

、
間

接
的

な
⼟

地
利

⽤
変

化
の

 G
HG

 排
出

量
は

オ
プ

シ
ョ

ン
で

あ
り

、
個

別
に

計
算

お
よ

び
報

告
で

き
る

。

6.
4.

9 
特

定
の

 G
HG

 排
出

お
よ

び
除

去
の

扱
い

6.
4.

9.
6 

⼟
地

利
⽤

7.
 境

界
設

定
13

. 報
告

⼤
き

な
違

い
は

な
い

。

IS
O 

14
06

7:
20

18
の

条
項

6.
4 

カ
ー

ボ
ン

フ
ッ

ト
プ

リ
ン

ト
の

ラ
イ

フ
サ

イ
ク

ル
イ

ン
ベ

ン
ト

リ
解

析
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GH
G 

プ
ロ

ト
コ

ル
製

品
基

準
の

対
応

す
る

条
項

主
な

違
い

6.
4 

カ
ー

ボ
ン

フ
ッ

ト
プ

リ
ン

ト
の

ラ
イ

フ
サ

イ
ク

ル
イ

ン
ベ

ン
ト

リ
解

析

6.
4.

9 
特

定
の

 G
HG

 排
出

お
よ

び
除

去
の

扱
い

6.
4.

9.
7 

航
空

機
の

 G
HG

 排
出

量

11
. イ

ン
ベ

ン
ト

リ
結

果
の

計
算

航
空

機
に

よ
る

輸
送

は
、

両
規

格
に

含
ま

れ
て

い
る

。
IS

O1
40

67
で

は
、

こ
れ

ら
の

排
出

量
は

「
カ

ー
ボ

ン
フ

ッ
ト

プ
リ

ン
ト

調
査

報
告

書
に

別
途

⽂
書

化
」

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
が

、
GH

Gプ
ロ

ト
コ

ル
製

品
基

準
で

は
こ

の
よ

う
な

記
載

は
な

い
。

航
空

乗
数

の
使

⽤
に

関
し

て
は

、
基

準
が

異
な

る
。

IS
O 

14
06

7で
は

、
「

航
空

乗
数

が
使

⽤
さ

れ
る

場
合

、
こ

の
乗

数
の

影
響

は
カ

ー
ボ

ン
フ

ッ
ト

プ
リ

ン
ト

に
含

め
ず

、
発

⽣
源

と
と

も
に

別
途

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

と
規

定
さ

れ
て

い
る

、
⼀

⽅
で

GH
Gプ

ロ
ト

コ
ル

製
品

規
格

で
は

、
こ

れ
に

つ
い

て
別

途
報

告
す

る
こ

と
を

要
求

し
て

い
な

い
が

、
「

航
空

機
に

よ
る

輸
送

か
ら

⽣
じ

る
排

出
量

の
GW

Pに
は

、
放

射
強

制
⼒

を
考

慮
す

る
乗

数
ま

た
は

そ
の

他
の

補
正

を
適

⽤
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

使
⽤

す
る

場
合

、
乗

数
の

種
類

と
そ

の
発

⽣
源

を
イ

ン
ベ

ン
ト

リ
報

告
書

で
開

⽰
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

」
と

規
定

し
て

い
る

。

6.
5.

1 
⼀

般
最

新
の

 IP
CC

 報
告

書
に

よ
る

 IS
O1

40
67

 G
W

P1
00

 指
標

で
は

、
カ

ー
ボ

ン
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

(こ
れ

は
メ

タ
ン

や
そ

の
他

の
 G

HG
 特

性
化

係
数

に
⼤

き
な

影
響

を
与

え
る

可
能

性
が

あ
る

)が
明

⽰
的

に
考

慮
さ

れ
て

い
る

。
GH

Gプ
ロ

ト
コ

ル
の

製
品

基
準

で
は

、
こ

の
こ

と
に

特
に

⾔
及

し
て

お
ら

ず
、

カ
ー

ボ
ン

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
を

含
ま

な
い

GH
G特

性
化

係
数

が
含

ま
れ

て
い

る
。

6.
5.

2 
⽣

物
起

源
炭

素
の

影
響

評
価

IS
O 

14
06

7 
で

は
、

影
響

評
価

結
果

に
お

い
て

⽣
物

起
源

 G
HG

 除
去

は
マ

イ
ナ

ス
と

し
て

、
⽣

物
起

源
の

GH
G 

排
出

は
プ

ラ
ス

と
し

て
⽂

書
化

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
規

定
さ

れ
て

い
る

が
、

GH
G 

プ
ロ

ト
コ

ル
製

品
基

準
で

は
、

該
当

す
る

場
合

に
限

り
、

結
果

に
お

け
る

⽣
物

起
源

の
正

味
排

出
量

を
個

別
に

報
告

す
る

こ
と

が
認

め
ら

れ
て

い
る

。
6.

6 
解

釈
重

要
な

問
題

/ホ
ッ

ト
ス

ポ
ッ

ト
、

不
確

実
性

の
評

価
、

結
論

の
制

限
と

推
奨

事
項

の
策

定

10
. 不

確
実

性
の

評
価

13
. 報

告
14

. 削
減

⽬
標

の
設

定
と

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

変
動

の
追

跡

⾔
語

の
違

い
は

あ
る

が
、

実
際

の
違

い
は

な
い

。
ど

ち
ら

の
基

準
に

も
、

ホ
ッ

ト
ス

ポ
ッ

ト
の

特
定

、
不

確
実

性
評

価
と

感
度

分
析

、
お

よ
び

制
限

事
項

の
記

述
が

含
ま

れ
て

い
る

。

11
. イ

ン
ベ

ン
ト

リ
結

果
の

計
算

IS
O 

14
06

7:
20

18
の

条
項

6.
5 

影
響

評
価
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GH
G 

プ
ロ

ト
コ

ル
製

品
基

準
の

対
応

す
る

条
項

主
な

違
い

GH
Gプ

ロ
ト

コ
ル

製
品

基
準

で
は

、
企

業
は

報
告

書
を

公
表

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
お

り
、

こ
の

観
点

か
ら

報
告

要
件

が
定

め
ら

れ
て

い
る

。
IS

O 
14

06
7 

で
は

、
カ

ー
ボ

ン
フ

ッ
ト

プ
リ

ン
ト

算
定

報
告

書
は

、
基

準
が

正
し

く
適

⽤
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
実

証
す

る
こ

と
を

⽬
的

と
し

て
い

る
。

し
た

が
っ

て
、

IS
O 

14
06

7報
告

書
で

は
、

よ
り

詳
細

な
情

報
の

開
⽰

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
IS

O1
40

67
 は

、
「

各
ラ

イ
フ

サ
イ

ク
ル

段
階

の
絶

対
的

及
び

相
対

的
な

寄
与

を
含

め
、

そ
れ

ら
が

発
⽣

す
る

主
な

ラ
イ

フ
サ

イ
ク

ル
段

階
に

関
連

す
る

GH
G排

出
と

除
去

を
個

別
に

⽂
書

化
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

」
と

規
定

し
て

い
る

の
に

対
し

、
GH

G 
プ

ロ
ト

コ
ル

製
品

基
準

で
は

、
総

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

結
果

と
ラ

イ
フ

サ
イ

ク
ル

段
階

ご
と

の
影

響
割

合
を

開
⽰

す
る

こ
と

の
み

を
求

め
て

い
る

。
GH

Gプ
ロ

ト
コ

ル
製

品
基

準
で

は
、

別
々

に
報

告
す

る
こ

と
が

適
 ⽤

で
き

な
い

場
合

、
⽣

物
起

源
GH

G 
排

出
と

除
去

を
正

味
排

出
と

し
て

開
⽰

す
る

こ
と

を
認

め
て

い
る

。
IS

O1
40

67
 で

は
、

⽣
物

起
源

の
 G

HG
 排

出
と

除
去

は
、

結
果

の
中

で
個

別
に

報
告

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
し

て
い

る
。

ま
た

、
IS

O 
14

06
7で

は
、

直
接

的
な

⼟
地

利
⽤

変
化

に
よ

る
GH

G排
出

と
除

去
は

、
結

果
の

中
で

 別
々

に
報

告
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
が

、
GH

G 
プ

ロ
ト

コ
ル

製
品

基
準

で
は

、
該

当
す

る
場

合
の

み
報

告
す

る
こ

と
が

要
求

さ
れ

て
い

る
。

航
空

機
輸

送
に

よ
る

 G
HG

 排
出

は
、

IS
O 

14
06

7 
に

従
っ

て
結

果
と

し
て

個
別

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

が
、

GH
G 

プ
ロ

ト
コ

ル
製

品
基

準
で

は
、

こ
れ

は
必

要
な

い
。

航
空

乗
数

の
使

⽤
は

、
IS

O 
14

06
7 

に
従

っ
て

カ
ー

ボ
ン

フ
ッ

ト
プ

リ
ン

ト
に

含
め

る
こ

と
は

で
き

な
い

が
、

情
報

源
と

と
も

に
個

別
に

報
告

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
GH

G 
プ

ロ
ト

コ
ル

製
品

基
準

で
は

、
種

類
と

情
報

源
が

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

報
告

書
で

開
⽰

さ
れ

て
い

る
限

り
、

結
果

に
含

ま
れ

る
航

空
乗

数
の

使
⽤

が
許

可
さ

れ
て

い
る

。

8.
批

判
的

検
討

12
. 保

証
GH

Gプ
ロ

ト
コ

ル
製

品
基

準
で

は
、

「
製

品
の

GH
Gイ

ン
ベ

ン
ト

リ
は

、
第

⼀
ま

た
は

第
三

者
に

よ
っ

て
保

証
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

と
記

載
さ

れ
て

い
る

が
、

IS
O 

14
06

7で
は

、
批

判
的

検
討

を
推

奨
し

て
い

る
が

、
必

須
で

は
な

い
。

7.
 カ

ー
ボ

ン
フ

ッ
ト

プ
リ

ン
ト

算
定

報
告

書

13
. 報

告

IS
O 

14
06

7:
20

18
の

条
項
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特集 
附属書 D 

野心 

 
D.1 一般 

より高い能力、歴史的責任、または現在の GHG 排出量が多い組織は、より高い志を持

って行動する。 
事業体は、カーボンニュートラリティ管理計画の野心レベルを設定する際に、次の側面

を考慮できる。 
a)対象がその事業体の活動をどの程度表しているか 
b)活動を除外するための重要性の閾値（例：プロセス、間接的 GHG 排出源、組織の地理

的または組織的境界、GHG 排出量の定量化） 
c)以下を含む、対象のカーボンニュートラリティ経路の目標 

 －対象の GHG 排出削減の短期および中期目標とその期間 
 －残留 GHG 排出のみが残る場合の長期目標の期間 

d)対象の GHG 排出削減目標に化石燃料の使用がどの程度含まれるか 
e)対象の GHG 排出削減目標が利用可能な最良の技術にどの程度基づいているか 
f)各報告期間において、オフセットがどの程度信頼されているか 

注：対象物の GHG 排出削減および/または GHG 除去強化の目標と期間については、カー

ボンフットプリントは常に一直線に減少するわけではなく、より一般的な経験として、

事業体がプロセスを修正し、製品提供を見直し、サプライチェーンの GHG 排出量の

改善から利益を得るにつれて、段階的に変化することがある。それにもかかわらず、

経営陣が設定した目標を達成するために必要な、前年比平均の GHG 排出削減および/
または GHG 除去強化の規模を理解することで利益を得ることが出来る。 

 
D.2 カーボンニュートラルに対する高い野心の例 

高い野心は、たとえば次のような方法で証明できる。 
a)関連するすべての GHG 排出量を包含するために、対象範囲を広く設定する(定量化基

準で一部の排出量の除外が許可されている場合でも) 
b)組織の一部だけではなく、組織全体でカーボンニュートラリティを達成する 
c)選択した 1 つ以上の製品のみでなく、事業体のすべての製品についてカーボンニュー

トラリティを達成する 
d)カーボンニュートラリティを達成するためのオフセットへの依存を最小限に抑えるた

めに、大幅かつ迅速な GHG 排出削減とバリューチェーン内で可能な最大限の GHG 除

去を達成するための計画と行動 
e)組織とそのバリューチェーン全体で化石燃料への依存を急速に減らす 
f)バリューチェーン内での GHG 排出量を削減し、GHG 除去量を増やすために、常に利

用可能な最良の技術を採用する 
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ニュースフォーカス 

 
 
１．はじめに 

近畿建設リサイクル表彰は、「循環型社会」

の構築に向けた行動の輪を広げることを目

的に建設副産物対策近畿地方連絡協議会※1

が平成２２年に創設しました。 
表 1  近畿建設リサイクル表彰の 

応募部門と対象分野 
部⾨の名称 対象分野 

発⽣抑制・搬
出抑制部⾨ 

〔⼀般〕・発⽣抑制・搬出抑制の取り組み
及び啓発活動等・発⽣抑制 ・搬出抑制に関
する研究開発、教育啓発活動等 
〔⼯事〕・建設⼯事現場で取り組まれてい
る発⽣抑制・搬出抑制の取り組み及び啓発
活動等 

再使⽤・ 
再⽣利⽤部⾨ 

〔⼀般〕・再使⽤・再⽣利⽤の取り組み及
び啓発活動等 ・再使⽤・再⽣利⽤に関する
研究開発、教育啓発活動等 
〔⼯事〕・建設⼯事現場で取り組まれてい
る再使⽤・再⽣利⽤の取り組み及び啓発活
動等 

再資源化部⾨ 

〔⼀般〕・再資源化の取り組み及び啓発活
動 等 ・再資源化に関する研究開発、教育
啓発活動等 

〔⼯事〕・建設⼯事現場で取り組まれてい
る再資源化の取り組み及び啓発活動等 

 
表彰区分は、特に優れた取り組みである「大

賞」と優れた取り組みである「奨励賞」があ

り、学識経験者、地方自治体代表、建設副産

物対策近畿地方連絡協議会幹事長で構成する 

 
 

審査委員会での評価・審査にて受賞者を決

定しています。令和 5 年度の受賞者が決定し

ましたので、その内容を紹介します。 
 
※1 公共機関や建設業団体等を中心として構

成し、建設事業に伴い発生する建設残土や建

設廃棄物の近畿圏域における計画的な利用促

進に関し、必要な協議及び情報の収集、交換

等を行い、事業の円滑な推進に寄与すること

を目的に設立された組織。 
詳細は、ホームページを参照 
https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/fukusan/in
dex.html 
 

２．令和５年度受賞者 

令和 5 年度は、大賞 2 件、奨励賞 7 件の表

彰を行いました。受賞者は、表２のとおりで

す。 
 表彰式は、令和 6 年 3 月 13 日に行いまし

た。表彰状の授与は、見坂茂範（前）建設副

産物対策近畿地方連絡協議会委員長（（前）近

畿地方整備局局長）より行われました。表彰

式の様子を写真 1 に示します。 
 
 
 
 
 
 

 
「近畿建設リサイクル表彰 令和５年度受賞者決定」 

建設副産物対策近畿地方連絡協議会事務局 
 
 

国土交通省 近畿地方整備局 企画部 技術調査課 

 
キーワード：建設副産物対策近畿地方連絡協議会、近畿建設リサイクル表彰、 
      発生抑制 搬出抑制、再使用、再生利用、再資源化、循環型社会 
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表２ 令和５年度受賞者一覧 

█大賞 

受賞者 活動内容 

大鉄工業株式会社大阪支店ホーム柵
推進部 

鉄道ホーム柵整備事業の建設工事におけ
る環境負荷低減活動 

西松建設株式会社中部支店滋賀湖南
出張所 
（仮称）ＣＢＲＥ ＩＭ 滋賀湖南建設
工事 

ＩＴで変革する『３Ｒ』 

 
█奨励賞 

部門 受賞者 活動内容 

発生抑
制・搬出
抑制 

東亜建設工業株式会社大阪支店  
加古川下流部浚渫他工事  

建設現場における汚濁水発生抑
制の取組み 
～SDG’s（目標６：安全な水とト
イレを世界中に）達成に向けて
～

株式会社香山組  
加古川河高下滝野地区築堤他工事

挑戦的な「なぜなぜ分析」による
エコ仮排水工法の技術革新的な
発想

株式会社新井組大阪支店  
水海川分水施設右岸河床掘削他工

現地発生した転石の流用と排水
管の再利用および河川切回しに
使用する大型土のう等による３
Ｒ運動の推進 

株式会社巴建設  
（一）円山川水系稲葉川堤防補強
工事（その２）  

廃棄物低減による環境に配慮し
た、サスティナブル社会実現の
ための取組み 

再使用・ 
再生利用 

酒井工業株式会社  
国道１７５号天神橋耐震補強工事

汚泥から生まれたキャラクター
マグネット～再利用 100％を目
指して～

ヤマト工業株式会社  
大宮東地区北側地盤改良工事  

地盤改良（深層混合処理）に伴い
発生した建設汚泥の 100％再生
利用

株本建設工業株式会社  
洲本バイパス宇山Ａ地区改良工事

地盤改良にて発生する余剰土の
路体盛土への 100%活用 

※再資源化部門から奨励賞は無し 
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見坂（前）委員長挨拶       勝見座長(京都大学教授)の審査結果報告・講評 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表彰状授与 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞者との記念撮影 

写真１ 令和５度近畿建設リサイクル表彰 表彰式

前列左より 
ヤマト工業 
田中（前）技術調整管理官

勝見座長（京都大学教授）

見坂（前）委員長 
小島（前）企画部長 
株本建設 
後列左より 
巴建設 
新井組 
東亜建設工業 
西松建設 
大鉄工業 
香山組 
酒井工業 
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２．令和５年度「大賞」「奨励賞」受賞者の取組紹介 

 

大賞 大鉄工業株式会社 大阪支店ホーム柵推進部 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大賞 西松建設株式会社中部支店滋賀湖南出張所 

（仮称）ＣＢＲＥ ＩＭ 滋賀湖南建設工事 
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奨励賞 東亜建設工業株式会社大阪支店 

 加古川下流部浚渫他工事 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奨励賞 株式会社香山組 

 加古川河高下滝野地区築堤他工事 
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奨励賞 株式会社新井組大阪支店 

 水海川分水施設右岸河床掘削他工事 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奨励賞 株式会社巴建設 

（一）円山川水系稲葉川堤防補強工事（その２） 
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奨励賞 酒井工業株式会社 

 国道１７５号天神橋耐震補強工事 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奨励賞 ヤマト工業株式会社 

 大宮東地区北側地盤改良工事 
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ニュースフォーカス 

奨励賞 株本建設工業株式会社 

 洲本バイパス宇山Ａ地区改良工事 
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３．おわりに 

 近畿建設リサイクル表彰は、近畿地方連絡協議会独自の取り組みとして令和５年度で 14
回目の開催となり、今年度も令和 6 年 7 月 31 日より 9 月 30 日まで、募集受付を実施しま

した。また、循環型社会の構築に向けた行動の輪を更に広げるため、総合評価落札方式の

企業の施工能力の評価としてインセンティブの付与を図っております。 
なお、表彰を実施するにあたり、多くの関係者のご協力をいただきましたことに感謝い

たします。 
今後におきましても、これまで以上に建設リサイクルの推進に寄与できるよう、さらに

は循環型社会の確立に向けて取り組んでまいりますので、より一層のご協力をお願いいた

します。 
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2024 建設資源循環利用促進賞 
 「建設資源循環利用促進賞」は、建設事業における再生建設資材をより一層利用することを目的

とし、再生建設資材のうち、建設発生土、建設汚泥処理土、建設発生土土質改良土、再生骨材コン

クリートを対象として、自主的にその利用量が多い工事元請業者を表彰するものであり、2019 年

度に建設副産物リサイクル広報推進会議が創設したものです。2024 年度の表彰者は、以下の通り

です。 
 

２０２４年度建設資源循環利用促進賞 受賞企業一覧表 
        基準 
 
 
 
区分（品目） 

基準 
（工事件数、再生資材利用量は元請業

者ごとの集計値） 

表彰者数 
(注２) 

2024 年度受賞企業 
再生資材利用 
工事件数 

再生資材利用量
(注 1) 

（１）建設発生土 官 民 マ ッ チング 実

績１件以上 

官民マッチングシス

テムによる官民間

工事間利用量 

利用量が多い

1 又は２業者 
⼩坂建設株式会社 

(岐⾩県郡上市) 
（２-1）建設汚泥処理土 

（現場内利用） 
2 件以上(注 3) 建設汚泥現場内利

用量 

利用量が多い

１又は２業者 該当者なし 

（２-2）建設汚泥処理土 
（改良土利用） 

2 件以上(注 3) 建設汚泥改良土利

用量（現場内利用

を除く） 

利用量が多い

１又は２業者 前⽥建設⼯業株式会社 
(東京都千代⽥区) 

（３）建設発生土 
土質改良土 

1 件以上(注３) 建設発生土 

土質改良土利用量 

利用量が多い

１又は２業者 株式会社吉光組 
(⽯川県⼩松市) 

（４）再生骨材 
コンクリート 

2 件以上(注 3) 再生骨材 H,M,L を

用いたコンクリート

利用量 

利用量が多い

１又は２業者 該当者なし 

 

注 1：再生資材利用が工事発注条件となっている場合を除く。 

注 2：最上位が中小業者の場合は最上位の業者 1 社、最上位が大手業者の場合は、最上位の大手業者と中小

業者のうちの最上位 1 社の 2 社とする。 

   大手業者：日本建設業連合会加盟会社 

   中小業者：大手業者以外 
注 3：建設汚泥については、利用工事が 2 件以上無い場合は表彰対象としない。 

再生骨材コンクリート利用工事が 2 件以上無い場合は、当面の間、1 件でも表彰対象とする。 
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令和６年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰 
令和６年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰の受賞者が決定しました。

本年度は、内閣総理大臣賞 1 件、国土交通大臣賞 2 件、リデュース・リユース・リサイクル

推進協議会会長賞 4 件の受賞となりました。受賞者は以下の通りです。 
 

内閣総理大臣賞 

大成建設株式会社 サステナビリティ経営推進本部 カーボンニュートラル推進部 
日本通運株式会社 資源循環営業部 
「建設副産物巡回回収システム」の構築による建材サーキュラーエコノミーの実現 

国土交通大臣賞 

戸田建設株式会社 関東支店 （仮称）グッドマン常総・グッドマン常総２ 
「廃プラスチック対策の実践」 

大鉄工業株式会社 大阪支店 ホーム柵推進部 
「鉄道ホーム柵整備事業の建設工事における環境負荷低減活動」 
リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞 

鹿島建設株式会社 関西支店 龍谷大学深草工事事務所 
「地域との連携・協働によって、3R 活動と CO₂発生量を低減させる取組み」 

清水建設株式会社 関西支店 （仮称）医誠会国際総合病院新築工事建設所 
「設備ユニット化・プレカット」 そして好事例を「あたりまえ」へ 
事前計画徹底による作業員の意識改革と廃棄物 53％削減達成 

株式会社竹中工務店 大阪本店 GLP ALFALINK 茨木Ⅰプロジェクト 
「掘削土の自ら利用、PCa 化等の採用による 3R 活動と省 CO2の取組み」 

株式会社 長谷工コーポレーション （仮称）京急電鉄川崎区本町新築工事 
「住宅建設における廃棄物発生抑制、徹底した分別活動による混合廃棄物削減」 

 
詳細は、https://www.3r-suishinkyogikai.jp/commend/jisseki/jisseki_r06/ をご覧ください。 
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建設リサイクルＱ＆Ａ 
 

 

 

Ａ.二酸化炭素換算値 CO2e とは、温室効果ガス（GHG）の排出量に地球温暖化係数（GWP）
を乗じ、それらを合算したものです。 

 
CO2e は「活動量×排出係数×地球温暖化係数」の計算式で算定されます。 
GHG の排出量は、「活動量×排出係数」の計算式によって算定されます。 
 

温室効果ガス GHG の対象となるものとして JIS Q 14064-1 に以下の 7 種類が記載

されています。 

⼆酸化炭素（CO2）、メタン(CH4)、亜酸化窒素(N2O)、ハイドロフロロカーボン(HFCs)、

パーフルオロカーボン(PFCs)、六フッ化硫⻩(SF6)、三フッ化窒素(NF3) 

 
 地球温暖化係数(GWP：Global Warming Potential)は、二酸化炭素を基準にして、他

の温室効果ガスがどれだけ温暖化する能力があるか表した数字のことです。すなわち、

単位質量(例えば 1kg)の温室効果ガスが大気中に放出されたときに、一定時間内(例えば

100 年)に地球に与える放射エネルギーの積算値(すなわち温暖化への影響)を、CO2に対

する比率として見積もったものです。IPCC 第 5 次報告書の数値例を以下に示します。 
 

地球温暖化係数 GWP（IPCC5 次報告より） 

温室効果ガス GHG GWP 

CO2 1 
CH4 28 
N2O 265 

HFCs（例えば HFC-3） 12,400 

NF3 16,100 
SF6 23,500 

PFCs（例えば PFC-14） 6,630 

 
出典：経済産業省「主な温室効果ガスの温暖化係数一覧」 

 
建設副産物リサイクル広報推進会議 事務局 

Ｑ．二酸化炭素換算値 CO2eとは？
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インフォメーション 
 

 
 

建設副産物リサイクル広報推進会議では、下記の活動を行っております。 
 
１．建設リサイクル広報用ポスター販売開始 

2024 年度建設リサイクル広報用ポスターの販売を開始しました。 
毎年、3R 推進月間に向けて建設リサイクルポスターを作成・販売しています。本ポスタ

ーを建設副産物リサイクル広報推進会議 HP および行政機関の広報誌やホームページ等で

広報し、建設リサイクルの活動を働きかけています。 
詳細は、HP に掲載しています。 
https://www.suishinkaigi.jp/publish/poster.html 

 
２．２０２４年度建設リサイクル技術発表会・技術展示会 

日時：2024 建設リサイクル技術発表会 10 月 30 日（水）13：00～16：30 
   2024 建設リサイクル技術展示会 10 月 30 日（水）10：00～16：30 

10 月 31 日（木） 9：30～15：30 
場所：広島産業会館 

〒732-0816 広島県広島市南区比治山本町１２−１２ 
技術発表会：西展示館内 広島市南区民文化センター 2F スタジオ 
技術展示会：東展示館 

「建設技術フォーラム 2024in ちゅうごく」と同時開催します。 
 詳細は、HP に掲載しています。 

https://www.suishinkaigi.jp/diffuse/presentation.html 
 
３．２０２４年度建設発生土の適正な管理に関する講習会 

２０２４年度建設発生土の適正な管理に関する講習会を下記の日程で開催いたします。 
 

11 月 1 日（金）  広島 広島市南区民文化センター 
11 月 8 日（金）  仙台 トークネットホール仙台 
11 月 15 日（金） 東京 全日通霞が関ビル(全日通労働組合) 
 
受講料金 3,300 円（消費税 10％300 円を含む） 

 
 詳細は、HP に掲載しています。 

https://www.suishinkaigi.jp/diffuse/lecture_soil.html 

 
建設副産物リサイクル広報推進会議 

の活動について 
 

建設副産物リサイクル広報推進会議 事務局 
 

キーワード：建設リサイクル、広報活動 
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４．その他 

 事務局に寄せられる建設リサイクル等に関する質問に対応いたします。 
等の活動を行っております。詳細は、HP をご覧ください。 

https://www.suishinkaigi.jp/ 
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